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東京都基礎自治体における青少年教育施設設置状況の推移 

大山宏†

†
東京大学大学院教育学研究科 

本論文は，東京都教育庁が実施した青少年教育施設設置数に関する調査の結果を用い，東京都基礎自

治体における青少年教育施設設置数の推移について検討することを目的とする。これまで東京都の青少

年教育施設に関しては，1970 年代までを主な対象とし，施設が設置される経緯に言及されることが多

かった。一方で，青少年教育施設の設置状況の動向について，1980 年代以降の実態を明らかにしてき

たものはほとんどなかったと言える。そこで本論文では，施設設置数の減少の経緯にも着目し，現代に

いたるまでの設置状況の推移を明らかにしている。  
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1 はじめに 

 青少年教育施設は社会教育施設の一種であり，

青年期教育の観点からだけでなく，社会教育全般

にとって大きな役割を果たしてきたとされる。例

えば上野は“今日，青少年教育施設を取り巻く状

況は厳しく，また青少年教育施設の独自の役割を

解明することは容易なことではない”1としつつ

も，青少年教育施設を通して学校教育制度を含め

た青少年教育全体を見直していくことや，青少年

教育施設の地域社会教育施設としての役割を再

検討することの必要性に言及しているが，これは

青少年教育施設のあり方を巡って，社会教育の課

題が現出してくるのではないかと考えられてい

るためである。 
 しかし，上野は“青少年教育施設の独自の役割

を解明することは容易なことではない”とも言及

しているが、その一つの要因として青少年教育施

設という制度や用語の使われ方の不明瞭さがあ

げられるのではないだろうか。実際に上野は青少

年教育施設について“その実態は自治体ごとに多

様であり，また青少年教育施設にかかわる基本構

想・計画など明らかではない”2と論じている。

これまで，青少年教育施設とは具体的にどういっ

た施設の事を指す言葉であり，それらが実際にど

のような役割を果たしてきたかについては，しっ

かりとした検討が為されてきたとは言い難い状
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態にあり，その根幹には明確な基準を持たないと

いう，青少年教育施設の制度的な脆弱さがあると

考えられる。また，この脆弱さを前提としつつ，

青少年教育施設という用語が登場した当初から，

教育委員会が所管する施設だけでなく，当時の運

輸省や労働省，厚生省の補助金を用いて首長部局

が所管する施設も多数設けられていたように，施

設のあり方が多様化していたことも，青少年教育

施設の実態を捉えにくくしている大きな要因だ

と言える。上野が指摘する青少年教育施設の実態

の多様さは、こうした背景を受けて生じているも

のだと考えられる。 
 一方で，青少年教育施設を対象とした調査や研

究は少なくない。特に東京都においては，他の道

府県に比して公民館の設置が進まなかったとい

う背景もあり，社会教育行政の中で青少年教育施

設が果たした役割は大きいとされ，東京都教育庁

をはじめ様々な組織・団体による調査が行われて

きた。中でも特別区では多くの区で青年館が設置

され，都市空間の中における青年の活動場所を提

供する等，特徴的な動きが見られており，これら

を対象とした様々な調査等が行われている。 
小林は東京の社会教育行政の歴史的動向をま

とめながら，こうした東京独自の青少年教育施設

を巡る動きについて“東京都心部全域にはじめて

都市型の地域社会教育施設が計画化されたとい

う意味で注目される”3と論じているが，これは

上野が言う青少年教育施設の地域社会教育施設

としての役割への注目と重なる観点であると考

えられる。さらに言えば，東京で青少年教育施設

が求められた背景には，青年の流入と孤立といっ

た都市空間に特徴的な課題があり，それまで農村

的な地域性を背景としてきた社会教育施設とは

異なる位置づけ方が必要となってきていたこと

がうかがえる。“日本の大都市、変貌きわまりな

い現代都市にとって、社会教育とはいかなる存在

であったのか”4という小林の課題提起にもある

ように，都市空間という地域で，人々が新しい生

活様式を獲得し，生産に関わる共同体への参画に

よるものとは異なる社会との結びつき方が求め

られるようになる中で，改めて社会教育の役割が

問われていたのがこの時期であったのであろう。

また，まさにそうした新しい生活様式を内面化し

ようとしていた青年において課題が表面化し，青

少年教育施設という形式で地域社会教育施設の

設置が進められたのではないかとも考えられる

のである。 
しかし，これらの調査を基に，東京都の青少年

教育施設がどのように発展していったのか，その

概要を取りまとめたものはほとんど存在してい

ないのが現状であり，青少年教育施設の意義や役

割を検討する基盤となる，施設の設置状況等につ

いての検討が進められていない。様々な事例とし

て，個々の施設の設立過程や運営の様子，さらに

は閉館に至るまでの記録は残されていることも

あり，それらはそれぞれの地域の文脈の中で人々

がどのように青少年教育施設を捉えていたのか

を知るための貴重な資料となっている。しかし，

個々の事例が全体的な社会の動きの中でどのよ

うに位置づくのか，言い換えればその事例から何

を一般化して論じることができるのかが不明瞭

であるため，各事例の記録も地域的な文脈の中に

回収されてしまい，そこから広く何かを論じるこ

とが難しくなってしまっているのではないだろ

うか。 
都市空間における新しい社会教育の役割を考

察するためには，本来は施設の設置状況に限定さ

れない社会教育行政全体の動向や，民間の様々な

活動の内実にも目を向けていく必要がある。しか

し，青少年教育施設が東京の社会教育行政史の特

徴の一つであるにも関わらずその設置状況に関

する検討が進んでおらず，実態の把握が困難であ

ることは，東京という日本を代表する都市空間に

おける個人と社会の結びつきのあり方と，社会教

育の意義を考察する際に，やはり大きな課題とな

っていると言わざるを得ない。本論文ではこうし

た課題意識に基づき，東京都における青少年教育

施設の設置状況の推移について資料を基に概観

するとともに，青少年教育施設を対象とした，東

京都教育庁による調査の記録を取りまとめるこ

とでその設置状況がどのように推移していった

のかを明らかにすることを目的とする。 

2 青少年教育施設設置の経緯 

2.1 国の政策としての青少年教育施設 

 青少年教育施設が制度としてどのように成立

し，発展してきたのかをまとめた宮本によれば，

青少年教育施設が必要とされるようになった背

景には，戦後の青少年の不良化と基地周辺の風紀

問題に対する世論の高まりがあり，それに対する
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対策として青少年団体に目が向けられたことが

あったとされる5。ただし 1950 年代半ばまではキ

ャンプ等の野外活動の促進が中心であり，1955
年に青少年教育施設整備費に対する国庫補助金

の制度が始められてからも，設けられた施設を見

ると青少年宿泊所や青少年野営訓練所をはじめ

とした，野外訓練施設としての性格が強いものが

多かったことがわかる。 
一方で 1950 年代前半には青年学級の改善に関

する文脈で，青年に対する職業技術教育を行う施

設の重要性が議論されていた。この議論の中で要

望として出されていた青少年産業実習訓練施設

としての機能を持たせる形で，1958 年度予算の

青少年教育施設整備に対する予算は，1957 年度

の 20 倍以上へ飛躍的に増額され，同時に名目も

「青年の家」に変更されることとなる。 
ここに至り，青少年教育施設の代表例とされる

「青年の家」という文言が登場し，これによって

青年のための社会教育施設は「青年の家」という

統一名称で呼称されることになるのである。ただ

し，ほぼ同時期に文部省以外の省庁においても青

年の家という名称が使われ始めており，1958 年

度の国の予算案では文部省の他に運輸省の「青年

の家（ユースホステル）」と厚生省の「都市青年

の家（勤労青少年ホーム）」の二つの項目が認め

られる。1959 年に社会教育法の一部改正によっ

て青年の家が社会教育施設として位置づけられ

たことで，それ以後は文部省のみが「青年の家」

という呼称を用いるようになるものの6，用語と

しての「青年の家」の定義は当初から曖昧になっ

ていたことがうかがえる。 
また，こうした文部省所管の青年の家の実態に

ついても，経緯の影響もあってか大きく①野外訓

練施設としての系譜と，②産業実習訓練施設とし

ての系譜の二つに大別されることが指摘されて

いる7。上野はその後の経緯について，1962 年の

中央青少年問題審議会の意見具申によって，青年

の家や勤労青少年ホーム，ユースホステル等の施

設が「健全育成施設」として位置づけられ，青年

の家の基本的性格が変更されたと言及しており8，

青少年の健全育成が施設の目的として掲げられ

るようになっていく。しかし，その後も青年の家

は団体宿泊訓練に用いる宿泊型と，都市空間にお

ける日常生活圏施設である非宿泊型に大別され

ることが慣例となっており9，二つの系譜の影響

は色濃く認められるのである。また，中央青少年

問題審議会の意見具申によって，一度は区分され

た勤労青少年ホームやユースホステルと再度同

列に扱われたことは，社会教育施設の一つである

青少年教育施設としての青年の家の定義が，再度

曖昧になったことを示す出来事だったといえる。 

2.2 東京都における青少年教育施設 

 1958 年度の国による「青年の家」の予算化を

受け，東京都では 1959 年度に「皇太子殿下御結

婚記念事業」として八王子市に青年の家を建設し

た。これは予想以上の利用者数を記録し，その後

も青年の家の建設が進められることとなる。 
 しかし一方で，青年の家は全て郊外に設置され

たため，青年が常時利用できる施設とはなってい

ないことが，都心部の青少年教育関係団体のリー

ダー等から指摘されていた10。これを受け東京都

は，都市青年の活動場所となる「青年館」設置へ

の構想を 1959 年度に出し，予算化していくこと

となる11。これは特別区を対象とし，青少年の集

会，読書，レクリエーション等余暇善用のための

施設の設置に対し，東京都が補助金を支出すると

いうものであり，各区に 1 館ずつ青年館を建設し

ようという計画であった。実際に 1966 年度まで

に，千代田区を除く 22 区に 23 館が設置されてお

り，この計画は一定の成果をあげていたといえる。 
この時，補助対象の要件の中に「青年館用地は、

当該区内の土地であること」という文言が入れら

れており12，また特別区の中では世田谷区の青年

の家等ごく一部を除いて宿泊設備を持たなかっ

たことから，青年館は典型的な非宿泊型の青少年

教育施設として構想されていたことがうかがえ

るであろう。東京都ではこれとほぼ同時期に，全

都的な宿泊型の青少年教育施設として都立青年

の家の整備も進めており，機能を区別したうえで，

より日常的に使用することが想定される非宿泊

型の施設の整備を基礎自治体である特別区に任

せていたと考えられる。 
ただし，こうした青年館設置の意図は，社会教

育の現場にも共有されていたとは言い難く，例え

ば特別区で も早く設置された葛飾青年館に関

連して，当時の社会教育主事は後年“何のために

その青年館をつくるのかというところあたりが

はっきりしないうちにもう設計図ができて、私が

行ったときにはそれができ上がっていました。

（中略）まあつくったのですけれども、いろいろ

もちろん活用されましたが、率直に言うともうち
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ょっと検討してから、各区がやってから設置した

方が良かったのではないかと思っています”と振

り返っている13。これは当初の青年館設置の動き

が，東京都の構想を基に行政の主導で行われたこ

とを示している。 
こうした青年の家や青年館といった青少年教

育施設設置の動きの根底には，国の産業・経済政

策に基づく，全国からの特別区への若年人口の大

量の流入がある。これらの青少年の都市生活への

不適応に対応することが求められ，また折しも

1957 年頃から商店街で週休制が導入され，余暇

善用が社会的関心事となったことで，青少年の活

動場所が求められるようになっていった14。しか

し戦後初期の都教委では社会教育における指導

者の養成が重視される一方，施設設置はほとんど

顧みられず，公民館等の設置率は常に全国 低を

記録し続けていたということもあり，青少年教育

施設の設置は喫緊の課題として位置づけられて

いったのである15。 
東京の社会教育行政において青少年教育施設

が重要であったとされるのは，こうした東京都に

おける低い社会教育施設設置状況を受けてのこ

とである。全国のおよそ 7 割の自治体が公民館を

設置するに至っていた 1952 年度の段階で，都内

で設置された公民館は 16 館に過ぎず，特別区に

限定すればわずかに北区に3館設置されたのみで

あったことからも見てとれるように16，それまで

東京都では社会教育施設の設置は進んでいなか

った。そうした状況にあって青少年教育施設の設

置が進められたことは，その後の社会教育施設設

置の原動力となるものであったのである。実際に，

後年青年館から社会教育会館等に転用された事

例も複数あり，青年館の設置をきっかけとして社

会教育施設の充実が始まったのだと見ることが

できる。 
ただし，青年館設置に対する補助金の支出は特

別区を対象としたものであり，三多摩地区等には

適用されなかったため，特別区とそれ以外では青

少年教育施設・社会教育施設設置の経緯が異なる

事には留意する必要があるだろう。三多摩地区で

は青少年教育施設の設置に対する補助金の制度

が無かったため，青少年教育施設の設置は特別区

以外ではそれほど進んだわけではなく，むしろ後

年になって公民館等の社会教育施設が設置され

ていくことになる。しかし複数の自治体では，青

年館の設置が始まるよりも早い時期に，青年研修

所等の名称で青少年教育施設が設置されており，

青少年教育施設の必要性が認識されていないわ

けではなかった。 

3 青少年教育施設の範囲 

3.1 用語としての青少年教育施設  

 ここまで青少年教育施設の制度的な展開過程

を追ったが，青少年教育施設はその定義が曖昧な

まま今日に至っており，例えば同じ東京都内であ

っても特別区とそれ以外の自治体で違う捉えら

れ方をする可能性があることが示唆された。しか

し，「青少年教育施設」は代表的な社会教育施設

の一つとされ，様々に論じられるとともに，各種

調査の対象とされてきているが，それらはどのよ

うな範囲の施設を「青少年教育施設」と位置づけ

ていたのであろうか。 
 社会教育・生涯学習辞典によれば，青少年教育

施設には“青年の家や少年自然の家といった学校

以外の場で青少年教育を目的とする社会教育施

設を意味する場合と，児童文化センターや勤労青

少年ホーム，都市公園のような施設も含めて，広

く青少年の健全育成に資する教育施設を総称す

る場合とがある”17とされており，青少年教育施

設という用語で表される範囲が明確でないこと

が示されている。このように青少年教育施設の定

義が統一されていないのは，先述のような歴史的

な展開過程の影響の他に，代表的な社会教育施設

である公民館・図書館・博物館等がそれぞれ個別

法で規定されているのに対し，青少年教育施設は

個別法の規定が無いためであると考えられる。実

際に青少年教育施設を対象とした調査等でも，何

をもって青少年教育施設と規定するかが統一さ

れていない状況となっている。 
 「青少年教育施設」という用語の不明瞭さにつ

いて言及した先行研究としては，青山によるもの

があげられる18。青山は，①文部科学省の「社会

教育調査」，②内閣府の発行している『青少年白

書』，③独立行政法人国立青少年教育振興機構の

提供している「青少年活動場所ガイド」，④社団

法人全国青少年教育施設協議会の加盟施設を取

り上げ，それぞれがどのような施設を対象として

いるのかについて分析を行っている。 
 その結果によると，各調査等で「青少年教育施

設」として扱われている施設の範囲は異なってい
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ることが確認され，“〈青少年教育施設〉について

議論する際，施設の実態が多様であることを前提

とし，それぞれの概念が曖昧であることを自覚し

ながら，状況に応じて〈青少年教育施設〉を捉え

返していくことが現実的”19であると結論付けら

れている。これは青少年教育施設という用語を用

いる度に，そこで論じている「青少年教育施設」

の範囲を確認する必要があることを示すもので

ある。したがって，青少年教育施設に関する各種

調査等の結果に触れる際には，まずそこで問われ

ている青少年教育施設の範囲を確認する必要が

あるのである。 

3.2 東京都教育庁による調査の対象 

 東京都の各自治体を対象とした調査で， も継

続的に青少年教育施設の設置数について数値を

残しているのは，東京都教育庁によるものであろ

う。この調査は東京都教育庁が，都内の各自治体

の教育委員会を対象として行っているものであ

り，全ての自治体から回答を得ている悉皆調査と

なっていることが大きな特徴である。したがって，

各自治体の教育委員会が青少年教育施設である

と判断している施設の数が，そのまま記されてい

ると判断できる。この調査の結果は，東京都教育

庁内での担当部署名や報告書のタイトルの変更

を何度か経ながらではあるものの，1962 年度か

ら毎年報告書が発行されており，各種社会教育施

設の設置数や職員数，社会教育関係費の予算額等

のデータが自治体毎にまとめられている20。 
この調査項目に社会教育施設一覧が初めて登

場するのは 1971 年度であるが，当初の項目は「図

書館」と「公民館・社会教育会館・青年館他」と

いう名称であった。このため「青年館」という名

称を用いていない青少年教育施設が含まれるか

どうかは自治体毎に判断が分かれており，実際に

三多摩地区ではすでに設置されているはずの青

年研修所等の施設が記載されていない場合が多

く，青少年教育施設の全数を算出することは難し

くなっている。「青少年施設」という名称で青少

年教育施設が公民館・社会教育会館とは別の項目

として位置づけられ，施設設置数の自治体毎の項

目が加えられるのは 1974 年度の報告書からであ

り，これ以降各自治体における青少年教育施設設

置数を追うことができるようになっている。 
ただし，先述の通り青少年教育施設は個別法に

依る規定のない施設であるため，1974 年以降の

データについても，実際に回答の詳細を見ると

様々な施設が含まれており，その判断基準もまた

一定ではないと考えられる。例えば 1999 年度の

調査で青少年教育施設として回答されている施

設は 49 あるが，その中には青年館や青年の家，

少年自然の家といった代表的な青少年教育施設

だけでなく，様々な名称の施設が含まれており，

児童館等の教育委員会所管ではないと思われる

施設を含めて回答している自治体もある。 
調査でどのような施設が青少年教育施設とし

て回答されているかを検討するために，東京都が

行っている，青少年施設に関する別の調査報告書

である『東京都の遊び場及び青少年施設の概況』

と比較を行う。この調査は東京都生活文化局女性

青少年部によって 1999 年度まで行われていたも

のであり，1974 年度から毎年青少年関係施設の

設置状況を記録している21。また，この調査も東

京都の各自治体を対象とした悉皆調査となって

おり，教育庁による調査と比較，検討するために

適していると考えられる。 
 生活文化局による調査の特徴は，施設の所管に

拘らず，機能で分類を行おうとしている点にあり，

調査を始めた当初から，青少年関係施設を機能毎

に分類し，それぞれの設置数をまとめるという方

法をとっている。その分類は，まず施設を青少年

が直接利用対象となる施設（直接施設）と，一般

住民とともに青少年も利用できる施設（間接施

設）に大別し，直接施設はさらに⑴青年館等（非

宿泊），⑵青年の家等（宿泊），⑶勤労青少年会館

等，⑷児童館等の4項目に，間接施設は⑴図書館，

⑵博物館等，⑶公民館等，⑷社会教育会館，⑸文

化会館等，⑹福祉会館等，⑺市民会館等，⑻スポ

ーツ施設，⑼保養所等，⑽ハイキングコースの 10
項目に分けるというものである。なお，直接施設

の⑴青年館等と⑵青年の家等は宿泊設備の有無

で分類されているが，これは特別区が設置した青

少年教育施設のうち，宿泊設備を備えているもの

は青年館ではなく，世田谷区の青年の家や渋谷区

の新島青少年センターのように別の名称が用い

られていることから，少なくとも東京都において

はある程度定着した区別化であると考えられる。 
 生活文化局による調査の 終年度にあたる

1999 年度は，教育庁による調査でも青少年教育

施設の一覧が載せられているため，この年度の報

告書を用いて二つの調査で扱われている施設を

比較した結果が表 1 である。 
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 この表の中で，太字で表されている施設は，双

方の調査で名前があがっているものである。この

表を見ると，教育庁の調査において「青少年施設」

とされている施設は，そのほとんどが生活文化局

の調査において「青年館」または「青年の家」に

分類されているものであることがわかる。これは

教育庁調査における「青少年施設」が，直接施設

の中でも勤労青少年会館や児童館等を除外した，

教育委員会が所管する狭義の青少年教育施設の

ことを表していることを示すものである。 
 生活文化局調査における「青少年施設」に目を

向けると，「青年館」はほとんどの施設が教育庁

調査と一致しているが，「青年の家」では自治体

毎に判断が異なっていることがわかる。また，青

青年館 青年の家

千代田区 軽井沢少年自然の家
軽井沢少年自然の家、メレー
ズ軽井沢、保田臨海学園

文京区
少年自然の家八ヶ岳高原学
園、柏学園

台東区 台東青年館 台東青年館
軽井沢学園、少年自然の家
霧ヶ峰学園、台東区自然の村
あわ野山荘

墨田区 わんぱく砦、すみだセミナーハウス すみだセミナーハウス

江東区 青少年センター、深川青年館並区民館 深川青年館、青少年センター

目黒区 青少年プラザ（複合・中目黒スクエア） 目黒青少年プラザ

大田区
青年の家、大森西青年施設、矢口青年施
設、平和島ユースセンター

青年の家、大森西区民セン
ター青年施設、矢口区民セン
ター青年施設

平和島ユースセンター

世田谷区 青年の家、池ノ上青少年会館 池ノ上青少年会館 世田谷区青年の家

渋谷区
神宮前青少年の家、初台青年館、代々木青
年館、檜原自然の家、新島青 少年 セン
ター、峰の原青少年山の家

初台青年館、代々木青年館、
神宮前青少年の家

渋谷区新島青少年センター、
峰の原青少年山の家、檜原自
然の家

中野区 中野区立野方青年館、中野区立南部青年館 野方青年館、南部青年館
常葉少年自然の家、軽井沢少
年自然の家

杉並区 児童青少年センター

豊島区 青年館、猪苗代青少年センター 青年館
猪苗代青少年センター（猪苗
代四季の里）

北区 北とぴあヤングコーナー

荒川区 清里高原ロッジ、清里高原少年自然の家
清里高原ロッジ清里高原少年
自然の家

板橋区 少年自然の家八ヶ岳荘、霧ヶ峰高原荘
少年自然の家八ヶ岳荘、霧ヶ
峰高原荘

練馬区
軽井沢少年自然の家、下田少年自然の家、
武石少年自然の家、岩井少年自然の家、春
日町青少年館、南大泉青少年館

春日町青少年館、南大泉青少
年館

武石少年自然の家、岩井少年
自然の家、軽井沢少年自然の
家、下田少年自然の家

足立区 青年センター、こども科学館 青年センター

葛飾区
日光林間学園、あだたら高原
学園

八王子市 八王子市姫木平少年自然の家 姫木平少年自然の家

立川市
青少年団体八ヶ岳自然の家
（八ヶ岳山荘）

武蔵野市 市立自然の村

青梅市
釜の淵市民館（婦人青少年研
修センター）

調布市 調布市八ヶ岳少年自然の家 八ヶ岳少年自然の家

町田市
大地沢青少年センター、町田市青少年施設
「ひなた村」

青少年施設ひなた村、町田市
子どもセンターばあん

大地沢青少年センター

小金井市 小金井市立清里少年自然の家
清里少年自然の家（清里山
荘）

東村山市 白州山の家

田無市 菅平少年自然の家

多摩市 多摩市立八ヶ岳少年自然の家 多摩市八ヶ岳少年自然の家

稲城市
稲城市立第一児童館、稲城市立第二児童
館、稲城市立第三児童館、稲城市立第四児
童館、稲城市立城山児童館

羽村市 羽村市自然休暇村八ヶ岳少年自然の家
羽村市自然休暇村八ヶ岳少年
自然の家

小笠原村 青少年研修宿泊センター

東京都教育庁調査「青少年施設」
東京都生活文化局調査「青少年施設」

区市町村名

 
表 1: 教育庁調査と生活文化局調査における「青少年施設」の比較（1999 年度） 
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年館であげられた施設のうち教育庁の調査と一

致していないものについては，杉並区の児童青少

年センターと北区の北とぴあ，町田市の子どもセ

ンターばあんは教育委員会が所管する施設では

ないため，教育委員会が所管する施設で教育庁の

調査と一致していない項目は，青梅市の釜の淵市

民館のみとなる。釜の淵市民館にしても青少年の

みを対象とする施設ではなく，あくまで婦人青少

年研修センターとしても用いるという位置づけ

になっている。 
 これらから，教育庁調査における「青少年施設」

の範囲は，青少年を主たる対象とした教育委員会

が所管する施設のうち，特に宿泊設備を持たない

ものを指している。また，宿泊設備を持つものを

加えるかどうかは自治体毎に判断が分かれてい

ることも見てとることができる。 

4 青少年教育施設設置状況の推移 

4.1 青年館等の設置状況 

 先述の通り，東京都教育庁による調査に，青少

年教育施設設置数の項目が加えられるのは 1974
年度からのことである。しかし，東京都が青年館

構想を発表したのは 1959 年，青年館の建設が始

まったのは 1961 年のことであり，1974 年以前か

ら青少年教育施設の設置に関して大きな動きが

あったことがわかる。そこで，まず青年館を中心

とし，1970 年代前半までの青少年教育施設の設

置がどのように進められたのかを素描する。 
 1970 年代前半までの青年館設置の動向につい

ては，杉並区の社会教育主事であった西岡がまと

めた資料が残っている22。表 2 はこれを基に作成

した，青年館設置に関する動向についての表であ

る。太字で示されているのは，廃館又は施設の名

称変更等で青少年教育施設の枠組みから外れた

ことを示す項目であるが，これを見ると 1960 年

代のうちに青年館の社会教育会館への転用が始

まっていたことがわかる。中でも新宿区や品川区

では，それぞれ 1969 年と 1972 年に青年館を転

用してからは，東京都教育庁の調査結果では，今

日に至るまで青少年教育施設の設置数は0のまま

となっている。青年館をどのように運用するかは

設置主体である特別区毎に方針が異なっており，

その実態も一様ではないことがうかがえる。 
 西岡による青年館設置動向のまとめを見れば，

1974年度の時点で東京都には32の青少年教育施

設が設置されていたことになるが，教育庁の調査

では1974年度には37の施設が設置されていたこ

とになっている。この数値の違いについて，自治

体別に詳細を見たものが表 3 であり，色がついて

いる自治体は西岡による資料と教育庁の調査で

数値が一致しなかったところである。 

年度 青年館設置動向
1959 東京都教育委員会が青年館構想を発表
1960 東京都は特別区に対する青年館建設補助事業を開始

1961

中野区青年館開館
大田区雪谷青年館開館
江東区亀戸青年館開館
葛飾区青年館開館
江戸川区青年館開館
渋谷区初台青年館開館
台東区台東青年館開館

1962

墨田区青年館開館
目黒区青年館開館
杉並区高井戸青年館開館
北区青年館開館
足立区青年館開館

1963

世田谷区青年の家開館
中央区青年館開館
板橋区青年館開館
新宿区赤城青年館開館
新宿区三栄町青年館開館
荒川区日暮里青年館開館

1964
三鷹市青年の家開館
大田区働く青年の家開館
練馬区南大泉青年館開館

1965
豊島区青年館開館
品川区青年館開館

1966 文京区青年館開館

1967
北区王子青年館開館
杉並区井草青年館開館

1968 港区青年館開館

1969

新宿区赤城三栄町青年館「社会教育会館」と名称変更
中野区野方青年館開館
練馬区春日町青少年館開館
練馬区南大泉青年館「春日町青少年館南大泉分館」と名
称変更

1970

渋谷区新島青少年センター開館
江戸川区青年館「区民センター青年館」と名称変更
杉並区高円寺青年館開館
渋谷区代々木青年館開館

1971 江東区深川青年館開館

1972
品川区青年館「五反田文化センター」と名称変更
荒川区尾久青年館開館
中野区青年館廃館

1973
町田市ひなた村開村（都立町田青年の家を移館）
小金井市青少年センター開所
板橋区青年館「社会教育会館」開館にともない廃館

1974 大田区六郷青年館開館  
表 2: 1970 年代前半までの青年館設置動向 
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れているかは不明だが，東京都都民生活局による

調査の報告書『青少年施設対策関係資料』の昭和

53 年度（1978 年度）版に，王子青年館の他に滝

野川青年館の記載があり，設置年が昭和 37 年

（1962 年）とされていることから，名称を変え

ながらではあるが，少なくとも 1978 年までは北

区に青年館が 2 館あったと考えられる。この他，

豊島区についても，青少年教育施設の設置数は合

っているものの，その内実が「猪苗代青少年セン

ター」とされており，この時点で既に設置されて

いたはずの青年館が数に含められていないが，

1951 年度の調査報告書から「青年館，猪苗代青

少年センター」という表記で 2 館になっているこ

とから，この時は何らかの理由で書き漏らしてい

る可能性が高い。 
また，特別区以外に目を向けると，教育庁調査

であげられているものの，西岡の資料で言及され

ていない施設の中には，自治体の敷地外に設置さ

れた，宿泊設備を備えたものも多い。具体的には

八王子市の白樺青少年の家や田無市の少年自然

の家等がそれにあたるが，こうした施設は自治体

の中に設置し，青少年の日常的な利用に用いるも

のとされた青年館の理念と異なるため，西岡が

「青年館」として認識をしていなかった可能性が

高いと考えられる。 
また西岡の資料ではあくまでも開設や廃止と

いった，施設の設置状況に関わる動向があった場

合にのみ記載があるが，神津島村の青年研修所は

特別区で青年館設置の動きが始まる 1961 年より

も早い，1959 年に設置されたものであり，青年

館関係施設として位置づけられなかったことも

考えられる。東京都都民生活局による調査の報告

書『青少年施設対策関係資料』の昭和 53 年度

（1978 年度）版には，神津島村の他にも青年研

修所を 1958 年に設置した武蔵村山市，1960 年に

設置した瑞穂町についての記述があり，東京都の

青年館構想が具体的に動き出すよりも前に，特別

区以外では青年研修所の名称で青少年を対象と

した施設が設けられていたことが示唆されてい

る。これらは特別区以外の自治体では，青年館設

置の動向とは別に青年層を対象とした施設が位

置づけられ，各自治体の判断で設置されていたこ

とによる影響だと考えられ，「青年館」という枠

組みだけでは捉えきれない，様々な形式の青少年

教育施設が，1960 年頃から東京には複数設置さ

れていたことを示している。 
これらを踏まえると，一部の特別区における施

設数に疑問は残るものの，西岡の資料は青年館に

関しては，東京都教育庁の調査が始まる前の動向

をほぼ正確に表していると考えられる。一方で特

別区以外の自治体については，青年館設置以前か

ら独自の判断で設置されていた青年研修所をは

じめ，青年館という枠組みでは捉えきれない施設

が多数あったことが示唆されており，それらにつ

いては今後さらに検討を行う必要があると言え

る。 

4.2 東京都教育庁調査における施設設置数 

 先述の通り，東京都教育庁によって行われてい

る調査は，都内の各自治体を対象とし，1962 年

度から毎年行われているものであり， も継続的

に社会教育施設としての青少年教育施設設置数

の数値を残している調査である。ここでは社会教

育施設の設置数が自治体毎にまとめられるよう

になった 1974 年度以降のデータを基に，青少年

教育施設の設置数を取りまとめる。 
 図 1 は特別区部，市部，町村部，島しょ部毎に

まとめ，青少年教育施設の設置状況を示したグラ

フである。なお羽村町は 1992 年度のデータから

羽村市に，五日市町は 1996 年度のデータから秋

西岡資料
設置数 設置数 備考欄の記載

中央区 1 1 青年館
港区 1 1 青年館
文京区 1 1 青年館
台東区 1 1 青年館
墨田区 1 1 青年館
江東区 2 2 青年館
目黒区 1 1 青年館
大田区 3 5 青年館2、働く青年の家他
世田谷区 1 1 青年の家
渋谷区 3 3 青年館
中野区 1 1 青年館
杉並区 3 3 青年館
豊島区 1 1 猪苗代青少年センター
北区 2 1 青年館
荒川区 2 2 青年館
練馬区 2 2
足立区 1 1 青年館
葛飾区 1 1 青年館
江戸川区 1 1 青年館
八王子市 1 白樺青少年の家
三鷹市 1
昭島市 1 檜原荘
町田市 1 1 日向村
小金井市 1 1 青少年センター
東村山市 1 青年教室
田無市 1 少年自然の家
神津島村 1 青年研修所

教育庁調査
区市町村名

表 3: 1974 年度青年館等設置数の比較 
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川市と合併してあきる野市になっているが，これ

らはそれぞれ町の間は町村部に，市になってから

は市部に算入している。ただし，五日市町は青少

年教育施設を持ったことがないため数値には影

響がない。羽村市は 1989 年度から青少年教育施

設を 1 館持っており，この数値は 1992 年度から

市部の数値に加えられている。また，2007 年度

については報告書が発刊されておらず，数値の確

認ができていない。 
 この図を見ると特別区部，市部において 1980
年代半ばまで，青少年教育施設設置数は増加傾向

が見られていたことがわかる。ただし，特別区部

は東京都の青年館構想の影響もあってか，1970
年代半ばには既に一定の施設数が確認できるが，

市部では 1980 年頃になってから急激に設置数が

増加している。その後一度減少に転じるが，再度

1990 年代前半に増加し，それ以後は緩やかに減

少し続けている。一方で町村部と島しょ部につい

ては，基本的に青少年教育施設は設置されていな

い。町村部で唯一設置していたのは羽村町であり，

それも 1992 年度に羽村市になり，市部に算入さ

れるようになってからは，町村部の青少年教育施

設設置数は 0 のままとなっている。また，島しょ

部では 1988 年度までは神津島村の青年研修所の

みとなっており，1989 年度に神津島村の青少年

教育施設設置数が0となるのと入れ替わるように，

小笠原村の青少年研修宿泊センターが設置され

ている。 

 こうした結果から，東京都における青少年教育

施設の設置は，町村部や島しょ部では一部の例外

を除いてほとんど為されておらず，基本的には特

別区部と市部において進められていたことがわ

かる。また，1994 年度を境に特別区部・市部の

双方で緩やかな減少傾向を見せるようになって

いることから，1994 年度までに特別区部・市部

の主だった青少年教育施設の設置は終わってい

ると考えられる。そのため，特別区部・市部にお

ける，1994 年度までの青少年教育施設設置数を

自治体別に表したものが表 4 である。 
表 4 を見ると，1970 年代から 1980 年代前半に

かけての特別区部における青少年教育施設の急

増は，主に大田区と渋谷区によるものであること

がわかる。両区の青少年教育施設の内実を確認す

ると，1974 年度は大田区では「青年館 2、働く青

年の家他」で 5 館，渋谷区では「青年館」で 3 館

となっているのに対し，1980 年度の大田区では

「青年館 5，働く青年施設 3」で 8 館，渋谷区で

は「青年館 2，青少年センター1，青少年の家 5」
で 8 館となっている。両区ともその後一度施設数

を減らし，1980 年代後半の施設数減少の要因に

もなっているが，1990 年代半ばまで他の区より

高い施設数を維持し続けている。また，急激な増

加はしていないものの，一貫して増加傾向を維持

し続けている自治体としては練馬区や墨田区等

があり，1990 年代半ばに再度施設数が増加に転

じるのは練馬区をはじめとして墨田区や足立区

 
図 1: 青少年教育施設の設置動向 
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等で少しずつ施設数が増加しているためである。 
一方で市部では，1980 年代前半の急増の原因

は稲城市であることがわかる。しかし，初めて稲

城市が青少年教育施設の報告を行った 1980 年度

の調査結果を見ると，内訳は「児童館 2，児童セ

ンター」で 3 館とされており，その後青少年教育

施設設置数が増加してからも内実は児童館等と

され，児童館や学童クラブが青少年教育施設とし

て報告されるという，他の自治体とは異なる傾向

が見られている23。稲城市以外では青少年教育施

設設置数に大きな変化がある市は無く，八王子市

が 1990 年代になって 3 館体制になった他は各市

とも 2 館以下となっている。また，市毎の方針の

違いも見てとることができ，町田市・田無市・小

金井市といった市が一度設置した青少年教育施

設を維持し続けたのに対し，一度も青少年教育施

設を設置することなく 1990 年代半ばまで至る市

も多く存在している。 
 これらから，青少年教育施設設置数の動向は，

特別区部では大田区や渋谷区を例外としつつ，全

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
千代田区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
中央区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
港区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
新宿区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文京区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
台東区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
墨田区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
江東区 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
品川区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
目黒区 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
大田区 5 5 4 6 6 7 8 9 9 10 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4
世田谷区 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
渋谷区 3 3 3 4 3 7 8 5 5 5 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6
中野区 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
杉並区 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
豊島区 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
北区 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0
荒川区 2 2 2 2 2 2 0 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
板橋区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
練馬区 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 5 5 6
足立区 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
葛飾区 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江戸川区 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別区部計 30 28 31 34 33 38 40 39 38 41 41 43 38 39 37 34 34 33 32 34 37
八王子市 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3
立川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
三鷹市 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
青梅市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
府中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
昭島市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調布市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
町田市 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
小金井市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
小平市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日野市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東村山市 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国分寺市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国立市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田無市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
保谷市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福生市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狛江市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東大和市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清瀬市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東久留米市 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武蔵村山市 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
多摩市 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
稲城市 0 0 0 0 0 0 3 7 7 8 8 4 8 8 8 4 4 4 4 5 5
秋川市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
羽村市 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1
市部計 6 8 6 6 6 7 10 15 15 17 17 14 17 17 17 14 14 12 15 16 17

年度
自治体名

 
表 4: 青少年教育施設設置数（1974～1994 年度） 
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体的にはあまり急激な変化のないまま，1990 年

頃までは緩やかに増加し，それ以後は減少してい

ったことがうかがえる。市部では青少年教育施設

を全く設置しない自治体が過半数を占める状況

の中，一部の市は 1 館ないし 2 館程度施設を設置

していた。例外となるのが稲城市であり，児童館

や学童クラブを青少年教育施設と位置付け，1980
年代前半に急激に設置数を増加させている。 

4.3 青少年教育施設の廃止 

 新宿区や品川区の事例から，青少年教育施設が

社会教育会館等に転用される場合があったこと

は既に言及している。また，東京都では 1960 年

頃まで公民館などの社会教育施設の設置が進ま

ず，青年館構想によってはじめて社会教育施設設

置に関わる大きな動きができてきたという経緯

がある。このことから，青少年教育施設設置数が

減る際に，どういった経緯があったのか，廃止な

のか転用なのかが大きな意味を持っていること

が示されている。青少年教育施設の設置数が減少

した際に，それが廃止なのか転用なのか等，詳細

な経緯は東京都教育庁の調査からは見えてこな

い場合が多いが，各種資料で補足をしつつ，設置

数減少の実態を把握することを試みた。 
 まず，西岡の資料によれば，1969 年に新宿区

が青年館 2 館を社会教育会館に，1972 年に品川

区が青年館を文化センターにそれぞれ名称を変

更し，一般区民も利用することが可能な施設に位

置づけ直している。また，中野区青年館と板橋区

青年館は，それぞれ転用ではなく廃館とされてい

る24。その後の東京都教育庁の調査との整合性を

考えても，1974 年より前に転用ないし廃館とな

ったのは，この 5 館と考えて良いだろう。 
 1974 年度以降で青少年教育施設設置数が減少

した特別区としては，1979 年度に 0 になった葛

飾区と，1981 年度に 0 になった江戸川区があげ

られるが，このうち江戸川区については 1979 年

度の段階で青年館が区民センターに執行委任さ

れたことが記録に残されており，青少年教育施設

設置数が減少した際に青年館が区民センターに

統合された可能性は高いと思われる。 
 1980 年代に入ると，1982 年に目黒区，1984
年に荒川区，1985 年に大田区で青年館の記載が

消えるが，このうち も経緯がはっきりと残って

いるのは荒川区の事例であろう。荒川区では

1984 年度に青年館が社会教育会館に転用される

こととなるが，これに関しては 1977 年頃から転

用に向けた動きがあり，1982 年には『昭和 57 年

度荒川区行政計画』の中で青年館の多目的利用・

有効利用に言及されていたことが大きく影響し

たという指摘もある25。また，大田区では 1986
年に，それまで 10 館あった青少年教育施設が 1
年で 4 館へと激減しているが，施設の内実を見る

と 1984 年は「青年館 7，青年の家 1，青年施設 2」
となっていたものが，1985 年の段階で「文化セ

ンター7，働く青年施設 3」となっている。この

翌年に設置数の激減が起こっているわけだが，こ

の記述からは 1985 年の時点で青年館が文化セン

ターに転用されていたことがうかがえる。 
これ以降も青少年教育施設設置数の減少は多

くの自治体で見られ，その傾向は 1990 年代半ば

以降加速していくこととなる。しかし，1987 年

度以降の東京都教育庁による調査報告書の，社会

教育施設設置数の一覧からは，青少年教育施設の

詳細に関する記述欄がなくなっており，動向をつ

かむことが難しくなってしまっている。 
しかし，現状でわかっている範囲でも，新宿

区・品川区・荒川区では青少年教育施設として設

置された施設が，その後転用されたことが確認さ

れており，江戸川区や大田区においても，他の施

設へと転用されたのではないかと考えられる。こ

うした傾向を踏まえると，特に特別区において，

青少年教育施設が社会教育施設設置の観点から

大きな役割を果たしたことが，改めて示唆される

結果が出ていると言える。 

5 おわりに 

 本論文では，主に東京都教育庁によって実施さ

れた調査の報告書を基に，東京都における青少年

教育施設の設置状況がどのように推移してきたの

かについて検討してきた。その中で，これまであ

まり注目されてこなかった，1970 年代半ば以降の

青少年教育施設の設置状況について，大まかな動

向が見えてきたと言える。 
東京の青少年教育施設，とりわけ青年館は，東

京都が各特別区に設置を推奨することで設置が促

進されてきたものであった。しかし設置時に明確

なビジョンのないまま施設整備に踏み切っていた

ことも示唆されており，実際に各区で設置数に大

きな違いが見られることからも，青少年教育施設

の位置づけ方が区によって異なっていたことが示
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されている。また，東京都が助成金の対象とした

のは特別区のみであったこと等から，特別区部と

それ以外の地域では青少年教育施設が設置される

過程も全く異なっていたことがわかっている。一

方で施設数が減少する際には，その施設を廃止す

る場合だけでなく，年齢を限定しない他の施設に

転用することも多いことが確認されている。こう

した施設を取り巻く環境の違いは，各自治体にお

ける青少年教育施設に関する様々な取り組みの前

提となるものであり，個々の事例を読み解く際に

は施設設置数の動向や，設置の意図について検討

する必要があることが改めて示される結果となっ

ている。そうした検討の基盤となる，青少年教育

施設設置状況の概要を示したことは，本論文の大

きな成果である。 
一方で，実際には青少年教育施設の設置数の変

化は，一部の例外を除き緩やかに生じていたこと

もわかっている。そうした全体的な傾向の中で，

青少年教育施設の設置数について自治体毎の動向

についても素描することを通し，特徴的な動きを

見せていた自治体がどこかということが明確に示

されたことも本論文の成果であるといえる。これ

によって，各自治体に残されている個々の事例の

記録が，東京都内の青少年教育施設設置数の全体

的な動向に照らし合わせて，どのように位置づけ

られるものであるかを検討することができるよう

になったと考えられる。 
 しかし，東京都教育庁が実施した調査の報告書

を用いたことで，検討が不十分となった部分も何

点か残されている。1 点目として，特別区等の基

礎自治体が主体となって設置が進められた，青年

館をはじめとする施設についてはおよその動向が

素描できたと考えるが，一方で東京都が主体とな

って進められた，宿泊設備を備えた青年の家の動

向についてはあまり触れられていない。しかし，

本来東京都の方針としては，この両者がそろって

青年期教育の施設を拡充することが見越されてい

たはずで，その意味では極めて不十分なものとな

っている。 
2 点目として，青年館とは異なる枠組みからの

青少年教育施設の位置づけは不十分である。典型

的な事例としては，青年館構想以前から設置され

ていた青年研修所等があげられるが，これに限ら

ず全体的に青年館構想とは違う文脈で設置されて

いる青少年教育施設，具体的には主に市部での青

少年教育施設の位置づけや，宿泊設備を備えた青

少年教育施設に関する検討は不十分であるといえ

る。 
3 点目として，青少年教育施設設置に関する数

値上の変動は示すことができたが，それが何によ

って引き起こされた現象であるか，どういった影

響があったのかについては，今後さらなる検証が

必要である。例えば 1990 年代前半に，全体的な

傾向として青少年教育施設設置数が緩やかな減少

に転じたことについて，バブル崩壊が大きく影響

しているのではないかとも考えられるが，それは

今回主な対象とした東京都教育庁による調査報告

書に記載されている，青少年教育施設設置数の数

値からは読み取ることはできない。当時の社会の

変動等も踏まえながら，一つ一つの数値が表す意

味については，さらに検討していく余地があるだ

ろう。 
 青少年教育施設は，その用語の不明瞭さもあっ

て，東京都内においても自治体ごとに位置づけ方

が異なり，厳密にその範囲を定めることが難しい

施設となっている。しかし，都市空間の中でも青

年が日常的に集い活動できるようにという意図で

設けられた青年館構想を見るに，東京という都市

空間で生きる個々人がどのように他者の存在を自

身の生活の中に位置づけていたか，言い換えれば

社会との関係を構築していたかが，青少年教育施

設のあり方を通して問われていたのだと思われる

のである。実際には当時施設を利用していた青年

たちの動向や，施設をめぐる言説等の検討を経な

ければ，個人と社会との関係のあり方という大き

なテーマに迫ることはできないのだが，本論文で

はその前段として，これまで明らかにされてこな

かった青少年教育施設の設置状況を概括するに留

まっている。個々の事例を基にした，青年自身の

動向についての，更なる検討が待たれるところで

ある。 
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Municipalities of Tokyo 
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The purpose of this study is to examine the transition of the number of youth educational facilities in the 

municipalities of Tokyo by using the result of a survey which was implemented by Tokyo Metropolitan Office of 

Education. Until now, researchers predominantly referred to the increase in the number of youth educational 

facilities from the 1960’s to the 1970’s. However, they did not shed light on the actual conditions of the number of 

youth educational facilities after the 1980’s. Accordingly, this study reveals the transition of the number of youth 

educational facilities by paying attention to the decrease as well as the increase in the number of facilities. 
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劇場・音楽堂における「参加」研究の構造と課題 

 

堀本暁洋†

†
東京大学大学院教育学研究科 

本研究ノートの目的は，劇場・音楽堂における地域住民の参加に関する研究について，社会教育学を

中心とした先行研究のレビューを行い，その課題について考察することである。劇場・音楽堂において，

地域住民の参加を対象とした研究は大まかに区別して，第一に，施設開館までの整備過程への参加，第

二に，施設開館後の運営，事業や芸術文化活動への参加という形で論じられてきた構造を持つ。レビュ

ーからは，劇場・音楽堂が，社会教育施設の一つととらえられてきたとはいえないこと，また，それぞ

れの事業に関して，その方法や効果を検討する研究がある一方で，これに参加する地域住民には焦点が

当てられていないことが明らかになった。今後，それぞれの場面における住民の参加を，住民自身の学

習ととらえて研究を進める必要がある。 

キーワード： 劇場・音楽堂，地域住民，参加 
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4 おわりに 

1 はじめに 

 戦前の公会堂の形態をそのルーツとする社会

教育施設である劇場・音楽堂は，1960 年代以降

「文化会館」として全国的に整備が進められた1。

1980 年代から 90 年代にかけては，自治体の文化

行政が活発化していく中で，地域文化創造の拠点

となることを期待される施設として，専門的なホ

ールを持つ形態の施設建設が進んだ。しかし，こ

の時期に整備された劇場・音楽堂の多くは，稼働

率の低さや，「貸し館」としての性格が強く施設

特有の自主事業が低調であること，運営や管理体

制などホール内面の整備が進んでいないことな

どの問題が指摘され，「ハコモノ」としての批判

がなされた。また，“海外や東京でつくられた芸

術文化を紹介することにとどまりがちで，地域の

芸術文化を創造し広めるという役割は，きわめて

弱かった”2と論じられるように，劇場・音楽堂

が地域文化創造の拠点となりえていないことに

ついても指摘されてきた。 
 以上のような背景から，1990 年代後半以降，

劇場・音楽堂の“真に地域文化の拠点となるよう

な施設づくり”3が各地域で模索されている。劇

場・音楽堂の運営や事業展開の過程に地域住民が

積極的に参加をし，市民団体が施設運営を担う事

例や，住民の参加による演劇の企画など，住民を

主体とした文化事業づくりを行う事例が増加し

ている。さらに，多様化が進む地域住民の意識と
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参加意欲の高まり，および自治体財政のひっ迫と

分権改革の実施を背景として，劇場・音楽堂整備

の過程に住民参加の制度が設けられる事例もみ

られている4。施設の老朽化や自治体合併に伴い，

公共施設の改修や再編が行われている中で，地域

住民の担う役割は，住民自身の文化活動のみなら

ず，施設整備の面においても大きくなってきてい

るといえる。 
 このように，劇場・音楽堂では，施設整備や事

業など様々な場面において，地域住民の参加が見

られるようになっている。それでは，社会教育学

研究やその他の領域において，地域住民の参加は

どのような場面で，どのようにとらえられてきた

のだろうか。 
 本研究ノートの目的は，劇場・音楽堂における

地域住民の参加に関する研究に関して，社会教育

学，生涯学習論を中心とした先行研究のレビュー

を通してその構造を把握し，課題について考察す

ることである。 
 劇場・音楽堂の定義と目的は，劇場法に“文化

芸術に関する活動を行うための施設及びその施

設の運営に係る人的体制により構成されるもの

のうち，その有する創意と知見をもって実演芸術

の公演を企画し，又は行うこと等により，これを

一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの（第

二条）”5と規定されている。実演を伴う文化芸術

のための施設であり，作品だけでなく，演じたり

鑑賞したりする人がいることによって成り立つ

施設であるといえる。このため，文化芸術の拠点

となる劇場・音楽堂を論じるとき，施設を取り巻

く人の様々な「参加」について，整理を行う必要

があると考える。 
 本稿の第 2 章では，公共施設整備の過程に関す

る研究に着目し，その中で特に劇場・音楽堂に関

するものの位置付けを明らかにする。第3章では，

施設開館後の運営や事業の場面でみられる地域

住民の参加について検討を行う。第 4 章では，第

2 章，第 3 章で得られた内容をまとめ，課題につ

いて整理する。 
 なお本研究ノートでは，「公共ホール」や「文

化会館」「文化施設」等の呼称について，劇場法

において用いられている「劇場・音楽堂」を用い

ることとする。 
 

2 施設整備過程への参加 

 劇場・音楽堂に関する先行研究の蓄積は，文化

行政学・文化経済学・都市計画論など，社会教育

学以外の分野を専門とする研究者によってこれ

まで進められてきたとされ，社会教育の視点から

のアプローチは，歴史的・理論的な検討が端緒に

ついたばかりとされている6。 
 このうち，地域住民が，劇場・音楽堂における

何らかの活動に参加することを対象とした研究

は大まかに，第一に，施設開館までの整備過程へ

の参加，第二に，施設開館後の運営，事業や芸術

文化活動への参加として論じられてきたといえ

る。 
 本章では，まず施設整備過程への住民の参加に

ついて検討する。劇場・音楽堂を対象とした研究

の構造を明らかにするため，他の社会教育施設，

公共施設に関する研究も視野に入れながら整理

を行う。 
  
2.1 施設づくり運動 

 社会教育施設整備への，住民の参加に関する研

究が見られはじめるのは，1960 年代から 70 年代

にかけてであった。制度によって定められた形態

ではなく，行政に対する要求を持つ運動の形態を

とった住民の参加があり，これに着目した社会教

育研究が多くみられた。 
 住民運動の背景について松原治郎は，1960 年

代以降の地方自治において，「地域開発に伴う行

政の系列化」と「縦割り行政による弊害」という

課題が現れたこと，また行政の広域化が無批判に

進行したことを挙げている。“陽の当る派手な産

業開発型の公共投資に力点が置かれ，いわゆる社

会開発，とくに社会福祉，住宅，教育など住民生

活を守り高める行政投資が遅れるという地方自

治行政の跛行化を招いた”7ことへの抵抗から，

各地で住民運動が生み出されていったとされて

いる。 
 例えば，沼津・三島・清水の石油コンビナート

建設反対運動，「辻堂南部の環境を守る会」の運

動に代表されるような運動から，数多くの運動報

告や，運動参加者の手記等が公にされるようにな

った8。このような運動の記録の中に，参加者の

意識変容や自己学習過程としての意義を見出し

たことから，住民運動が社会教育学研究において
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論じられるようになった。 
 また，この時期の住民運動の代表的な形態とし

てあったのが，社会教育施設の設置を要求する運

動であった。各地で公民館，あるいは図書館の設

置を求める運動が起きた9。 
 このような施設づくり運動への住民の参加に

ついて小林文人は，行政や財政の観点からの社会

教育施設「合理化」政策と対比させながら，施設

づくりの住民運動について“施設を求め計画をつ

くる主体が，文字通り権利主体としての住民その

ものである”10点に着目している。そのうえで，

“運動としての計画論をどのようにして政策と

しての計画論に交錯させていくか”11が課題であ

るとしている。ここで小林は，施設づくり運動に

よる計画論を，政策としての計画論の対極にある

ものととらえている。また島田修一は，施設づく

り運動が学習の組織化という性格を持つことを

指摘している。公民館は運営審議会によって住民

の意思に基づいた活動が行われることを原則と

していることを踏まえて，“住民のあいだの自主

的な学習・文化活動の発展は，その公的な保障を

求めて”12公民館建設運動が組織されると述べて

いる。上記のような研究は，住民を権利主体とと

らえ，教育に関する権利の保障を求める運動とし

て住民の参加，施設づくり運動を位置付けている

といえる。 
 また鐘ヶ江晴彦は“その過程で住民が社会教育

の意味や課題，社会教育施設の機能と役割，さら

には地域社会のあるべき姿や行政のあり方につ

いての自己学習・相互学習を必然的にともなう”
13こと，この学習によって地域住民が自立した市

民としての資質と力量を形成していくことを指

摘している。鐘ヶ江は施設づくりへの住民参加を，

“社会教育とコミュニティ形成とを有機的に結

びつけ，新たな市民の形成と新たな地域づくりと

を同時に進めて行く も有効な方策の一つ”であ

るとして，その参加のレベルを①施設建設への住

民参加，②施設の管理運営への住民参加，③施設

の建設から管理運営に至る全過程への住民参加

と区分した。 
 以上のように，1960 年代から 70 年代にかけて

の社会教育学研究では，施設づくり運動において

みられた住民の参加に焦点を当て，国民の教育の

権利に基づいた運動としての参加，またはコミュ

ニティの形成という観点から評価する議論が見

られた。しかし，これらの「社会教育施設づくり」

研究の対象はほとんどが公民館や図書館であっ

た。ここからは，当時の社会教育学研究が想定し

ていた「社会教育施設」は主に公民館や図書館だ

ったのではないかと考えられる。これらの施設の

中にはホールの機能を有するものがあったもの

の，芸術文化活動を主として行う劇場・音楽堂へ

の着目はほとんどなされてこなかったといって

よいだろう。 
 
2.2 住民参加制度による施設整備 

 劇場・音楽堂の整備は，1980 年代から 90 年代

にかけてピークを迎えた。その後施設建設が一段

落していくにつれ，政策の重点も施設建設から運

営論へと移っていった。劇場施設に関する研究は

これに対応する形で，施設整備だけでなく運営の

充実を求める議論が起こることとなった。この中

では，先述した「ハコモノ」などとしての批判の

中からも，地域住民への着目が見られた。 
 劇場・音楽堂の大半が「貸し館」中心の事業を

行っている14なかで，多くの上演演目に対応する

ため，すなわち多目的に用いられるために設計さ

れた構造の施設が多く，このことが結局は公演の

質の面で中途半端になってしまうという「多目的

は無目的」批判がなされていた。森啓は，施設が

多目的に整備されていった理由について“行政側

にしっかりした考え方がないからである。人材が

いないからである。市民参加で基本構想づくりに

しっかりと取り組んだところは多目的会館にな

っていない”15と述べ，続けて「市民参加によっ

て基本構想を作る」ことが，施設の多目的化を避

ける手段であると論じている。施設の性格を定め

る際の具体的手段として住民の存在が挙げられ

たことは注目すべき点である。 
 さらに 1990 年代後半からは，住民参加制度を

導入し，ワークショップなどの形態をとりながら

劇場・音楽堂の施設計画を定める事例が見られる

ようになった。 
 制度としての住民参加の背景には，前節で述べ

たような住民運動の成果が，公共施設という物理

的な環境を見直す形へと発展していったことに

加えて，1960 年代から 70 年代にかけて全国的に

革新首長が誕生したことがあるとされている16。

住民の行政過程への参加が，代表制民主主義の機

能低下に対して補完的な役割を果たし，またはそ

れに代替しうるものとしてとらえられた17。住民
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参加の制度を必要とする領域については，佐藤竺

の住民参加論18を参照しながら，藤井誠一郎が①

自治体の基本構想ないし長期計画の策定，②都市

改造，都市計画的事業，③長期計画の具体化段階

における特定プロジェクト，④市民生活の一部を

形成する特定の事務事業執行過程，⑤行政側に独

占されてきた情報への参加，という 5 領域に集約

している19。 
 自治体の都市計画，生涯学習計画などへの導入

に続く形で，公共施設整備に対しても，住民参加

制度が導入された。これらの計画策定段階への住

民参加研究は，主に建築学や都市計画論の領域で

なされてきた。公共施設については劇場・音楽堂

だけでなく，公園や自治体庁舎，学校校舎のほか，

公民館や図書館といった劇場施設以外の社会教

育施設でも制度が導入され，それぞれに事例研究

が蓄積されてきている。これらの先行研究は，ワ

ークショップの手法を取り入れている事例に着

目していることが多く，その過程の中で行われた

議論の内容を分析するという方法で行われてい

る。この分析を通して，検討の主体となった組織

が周辺の組織・団体とどのような関係にあったの

か，また策定過程に参加した住民に，検討を通じ

てどのような意識の変容が見られたかを考察し

ている事例研究がほとんどである。また，具体的

な検討項目や実際の設計案などとの関連から，こ

の検討過程における課題について考察されてい

る。 
 このうち公民館に関しては，益川浩一による事

例研究20が挙げられる。益川は地域住民を巻き込

んだ公民館施設の計画過程は，施設設備の有効利

用の点でも重要度が高いにも関わらず，これまで

看過されてきたことを指摘している。益川が取り

上げた愛知県犬山市の事例の取り組みの意義と

して，①公民館施設のデザインを，施設管理・運

営の課題として位置づけられる可能性を示した

こと，②工事開始後も地域住民を中心として施設

の管理・運営体制や活用計画に関して議論が継続

され，完成後も住民による自主的な運営が実現で

きている点，③施設の建設過程およびその後の管

理・運営において，地域住民の参加を徹底的に保

障できる仕組みを作り上げることができた点，の

3 点を挙げている。このうち①については，地域

住民の学習活動・コミュニティ活動を見直し再発

見する契機となり，地域住民の要求に見合った環

境整備の実践となっていることが述べられ，施設

づくりが日常の地域住民の学習活動・コミュニテ

ィ活動を踏まえてなされていることが示されて

いる。益川による事例研究は，建築学領域からの

研究が多い中で，具体的な公民館の施設整備過程

における住民参加を社会教育学の立場からとら

えている点で特徴があるといえる。 
 図書館でも公民館と同様に，社会教育学領域か

らの施設づくりとの関連で住民参加が論じられ

ている。森耕一は，図書館における住民参加の取

り組みは①市民運動と交渉②制度的参加に分け

ることができるとし，その成り立ち等について総

論的に述べている21。また，図書館建設時の住民

参加による検討の事例として福島宏子による東

京都練馬区立図書館の事例研究22がある。 
 劇場・音楽堂の計画過程でみられる住民参加研

究は，まず劇場施設計画時の住民参加制度の導入

について，調査が行われている23。このうち財団

法人地域創造は，1980 年代以降に計画が始めら

れ，1990 年代半ばに完成した 127 の劇場施設の

うち，12.6%にあたる 16 の施設において，市民

研究会やワークショップといった住民参加の手

法を取り入れていることを報告している24。劇場

施設の計画過程においてごく初期段階での調査

であり，制度の導入施設数はこの後増加している

と考えられる。 
 具体的な事例研究として，清水裕之や大月淳ら

による，岐阜県可児市文化創造センター（2002
年開館）に関する一連の事例研究が挙げられる。

研究者の多くが可児市庁舎内の検討委員会事務

局や，住民参加組織と行政組織の両方に対して調

整や支援を行う「専門委員」として検討過程に直

接参加をしたうえで研究を行っている。施設の基

本構想策定段階における「懇話会」や，基本設計

段階における「市民活動研究会」が住民参加の過

程として取り入れられ，一連の研究ではこれらの

検討組織に着目し，活動経過の把握，検討過程で

出された市民の意見内容の分析などが行われて

いる。一連の研究の蓄積からは，参加した住民そ

れぞれの興味や参加動機の違いが大きい場合，意

見の相違を克服する際に障害となったこと25，ワ

ークショップの経過の中で，“前半では感覚的，

受け身的な意見が多くみられ，後半では積極的な

提案型意見が目立ち，自律的な態度が醸成される

という意識変容”26が明らかになったとしている。

また，住民と行政の両方にアドバイスを送ること

のできる人材として，専門委員の存在の重要性に
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ついても指摘されている。 
 ここまでの整理を通して得られる示唆として

は，以下の点が挙げられる。第一に，公園づくり

のワークショップなどにおいて，検討過程に参加

した住民の間に施設への愛着が生まれ，施設完成

後の管理運営にも参加するようになった事例が

多くみられたことである。この点は，制度を設け

たことによる効果の一つと位置付けられている。

第二に，住民の合意形成の力には限界があり，専

門家などによるアドバイスや調整がこれを助け，

検討過程を円滑に進めることが可能となったこ

とである。 
 一方で，これらの住民参加研究の整理を通して

得られる課題として，以下の点が挙げられる。第

一に，住民参加の制度としてのデザインが確立し

ていないという課題である。世古一穂は，どのよ

うに住民の参加を進めるかという具体的な方法

論がないまま，「参加」の実施自体を目的化して

しまい，“「ワークショップ」などの参加のプログ

ラムの実践に走ってしまう傾向”27があることを

指摘している。また田村悦一は，住民参加のあり

方に関する一般論やその法的整備のための方法

論について確立されていないことを指摘してい

る28。住民参加の制度が詳細に定められていない

と，住民が意思決定者としてどれほどの裁量を有

しているかが個々の過程によってまちまちにな

る。このことは，検討過程に参加する住民にとっ

て，自身の立場が明確にならないこととなる。ど

の部分まで意見を述べてよいのか，住民の意思決

定が保障される範囲と制限される範囲がはっき

りしないことが，検討過程で合意形成を図る上で

は阻害要因となってしまう。 
 第二に，上記に関連して，住民参加が形式的な

ものにとどまることへの懸念である。住民参加の

法制度やデザインは具体的に確立しておらず，そ

のために参加が形式的にとどまってしまうと，参

加制度が求められる背景となった住民への情報

公開，説明責任が果たされないこととなる。 
 第三に，施設整備の過程における住民参加研究

の蓄積に差があることである。施設計画の過程に

は，表 1 のように，施設の基本理念や構想を定め

る「構想」段階と，特に設計や建設に関しての計

画を行う「建設計画」の過程，開館後の運営や組

織体制について定める「運営計画」の検討過程の

3 段階があり30，このうち「建設計画」と「運営

計画」の検討過程において，住民参加の事例が見

られている。ここでは，「建設計画」の過程につ

いては研究の蓄積がある一方で，「運営計画」を

定める過程での住民参加研究は，劇場・音楽堂の

みならず，公共施設全体でみても少ないという課

題がある。この点では，「運営計画」の検討過程

に着目した住民参加の事例研究が積み重ねられ

ていく必要があるといえる。 
 

3 施設運営，事業への参加 

 劇場・音楽堂でみられる地域住民の参加に関す

る近年の研究は，上記のような施設開館までの整

備過程における研究のほかに，施設の教育的機能

に着目したものとして，施設の運営を市民団体や

NPO などが担っている事例に着目した研究，ア

表 1：劇場・音楽堂における計画策定の過程29 

基礎調査，基本理念や基本骨子
基本構想・基本計画の設定

竣工，開館

施設計画

構想

運営計画，事業計画の策定と具体化

開館後の運営へ

建設計画

設置の目的や異議
事業の基本構成や内容
予算計画等

設計者の選定
基本設計，実施設計

施設構成の最終決定
音響や舞台機構，照明等の設備設計

施設の管理，運営方法
運営，組織体制
事業実施計画
運営規約の決定
企画内容の決定

運営計画

建設工事
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ウトリーチや人材育成など個別の事業に関する

研究がなされてきている。本章では，これらの施

設開館後に行われる活動を対象とした研究につ

いて検討する。 
 

3.1 住民による施設の管理運営 

 2003 年に指定管理者制度が導入されたことに

伴って，それまでの設置自治体による直営，もし

くは財団による運営に加えて，指定管理者として

民間事業者，NPO 法人なども施設の運営主体と

なることが可能になった31。劇場・音楽堂運営の

主体について古賀弥生は，当時の潮流が「官から

民へ」であることは間違いないとしながらも，運

営主体選択の際には，地域の文化団体や NPO，

教育機関との関係を構築し，そのネットワークの

中でそれぞれが持ち合わせているメリットを出

し合い，発展させていく必要があることを指摘し

ている32。研究では，指定管理者として NPO な

どの市民組織による施設の運営事例を取り上げ

た報告33が見られるようになった。それぞれの報

告や事例研究は，文化施設として劇場・音楽堂が

持つ公共的な価値が，地域に浸透していく過程で

あると受け止められている34。 
 

3.2 事業 

 劇場・音楽堂が行っている事業には様々なもの

がある。このうち，地域住民が参加し，研究が重

ねられている事業には，アウトリーチの事業と，

アートマネジメントなどを行うことのできる人

材を育成する事業が挙げられる。これらは施設の

持つ教育機能に着目した事業である。本節では，

この2事業への参加に関する研究について整理す

る。 
 

3.2.1 アウトリーチ事業 

 日ごろ文化・芸術に触れることの少ない住民に

対して文化・芸術を体験できる機会を提供する事

業35として 1990 年代後半から定着してきたアウ

トリーチ事業は，劇場・音楽堂の事業として，実

演芸術家を学校や福祉施設などに派遣し，ワーク

ショップなどを行うものである。吉本光宏は，も

ともと演劇や音楽に関心のある住民だけではな

く，より多くのあらゆる住民が事業の対象となり

うる点で，アウトリーチ事業は従来の事業とは異

なっており，施設の受益者の範囲を拡大できると

評価している36。 
 アウトリーチ事業に関する研究では，これに参

加した実演芸術家の立場から，実演芸術家自身と，

事業を行った劇場施設・団体にとっての意義や効

果に関して考察している研究が見られる37。しか

し，アウトリーチ事業の参加者としての地域住民

は，アンケート調査の対象とされている一方で，

その住民自身にとっての意義などについてはあ

まり触れられていない。しかし小林真理は，アウ

トリーチ事業の持つ戦略や参加者にもたらされ

る効果について，“社会教育学の世界でも，すで

に議論されてきたことだと思うのである”と指摘

する38。ここで小林が取り上げているアウトリー

チ事業の効果としては，「教育や福祉における固

定概念や既存施策の枠組み，人々の見方や価値観

の変化」や「感動を他者と分かち合える学習機会

の提供」，「非日常性や違いを個性や豊かさとして

認め合う社会の実現」といった内容が挙げられて

いる。 
 これを社会教育学の分野においてとらえ返し

たとき，あてはまるのは北田耕也，畑潤，佐藤一

子らによってなされてきた，表現活動や芸術文化

活動をめぐる社会教育学研究であると考えられ

る。畑潤は，文化活動，表現活動と社会教育学研

究との関連について，北田耕也らによる「大衆文

化に対する抵抗」としての民衆文化，文化活動の

主体の創造や，「文化の時代」認識への対抗軸と

して佐藤一子らにより「文化協同」が論じられて

きたことについて整理を行っている39。これまで

の社会教育研究における文化への視角について

は，新藤浩伸によって“市民の文化の自律性をい

かにうちたてていくか，という課題意識に貫かれ，

市民の文化活動を丹念に分析する蓄積がなされ

ている”と述べられている40。 
 以上のように，社会教育学研究が，表現活動や

芸術文化活動の実践を通した住民の主体形成に

ついて論じてきたことに照らすと，アウトリーチ

事業の効果として挙げられる「人々の見方や価値

観が変化すること」を，参加者の学習ととらえる

ことができるのではないだろうか。学習活動とと

らえることで，現在まで論じられていない，参加

者にとっての事業の効果を検証できると考えら

れる。この点について，改めて検討していく必要

があるといえる。 
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3.2.2 人材育成事業 

 劇場・音楽堂はもともと，職員の人事異動が多

いといった理由から，専門的な力量を持つ職員が

長期にわたって同じ施設にとどまることが少な

かったため，人材確保の基盤が弱いという問題が

あった。さらに 1990 年代以降，専門性の高い施

設の建設が進んだこともあり，「アートプロデュ

ーサー」などと呼ばれる劇場の専門職が急速に求

められるようになった。研修会やセミナーの開催，

文化庁による専門家の派遣事業などが行われて

いるが，そこでは施設職員のみならず，地域住民

も対象とした人材の育成が重視されている。 
 劇場施設でみられるこうした人材育成のプロ

グラムに関する研究は，文化経済学の領域におい

て主に論じられている。新藤浩伸はこれらを概観

し整理しているが，「人材育成」研究の範囲とし

ては“実態としては，実践の担い手である人々の

何らかの変化や触発，成長を伴っている”研究が

も多いとしている41。特に「市民（個人・集団・

団体）」を育成の主体・対象とした事例研究が見

られているとされている。文化経済学分野におけ

る「人材育成」研究においては，「教育」概念と

の親和性の高さが述べられているが，この親和性

の高さゆえに，テーマとして論じにくくなってい

ることが課題として指摘されている42。その背景

として，梅棹忠夫の「教育=チャージ」「文化=デ
ィスチャージ」論や松下圭一の社会教育終焉論の

展開から，自治体においては教育と文化の所管を

分離する方向性に拍車がかかり43，教育の論理を

忌避してきた歴史的経緯が挙げられている。また，

これに関連して，人材育成ということが何か問わ

れぬまま，実態の研究がされ，政策用語となって

いる側面も指摘されている。「サービス」として

の人材育成が注目され，施設の設置当初の目的や

活動する人々の存在がおろそかにされてしまう

という本末転倒も起きうると指摘がされている44。 
 この点においては，文化行政における「教育」

プログラムとして，人材育成事業がとらえ返され

る必要があるのではないかと考えられる。 
 以上，劇場・音楽堂開館後の事業や施設運営の

場面において，地域住民が参加する場合に焦点を

当てた研究を概観したが，これらに通じていえる

ことは，その事業の効果や方法論に関するもの，

また事業を行う施設や実演家の立場に着目して

いる研究が多く，一方で，参加した住民，さらに

言えば住民の学習活動の実態について言及して

いる研究はあまり多くないということである。そ

れぞれについて，人々の参加を学習の活動として

とらえて検討していく必要があると考えられる。 
 

4 おわりに 

 これまでの社会教育学や生涯学習論を中心と

した議論を振り返ると，劇場・音楽堂において地

域住民の参加を対象とした研究は，①施設開館ま

での整備の過程，②開館後の事業や運営，という

二つの場面に大別され，それぞれ論じられてきた

構造を持つ。 
 このうち前者の，施設整備過程における参加研

究では，住民の社会教育施設要求運動と関連して

社会教育学領域での研究が見られたが，その時想

定されていた「社会教育施設」は主に公民館や図

書館であり，実演芸術を扱う劇場のような施設は，

特に住民の参加に関する研究において，社会教育

施設ととらえられていなかったのではないだろ

うか。研究や実践の場において，「文化会館」な

どと呼ばれた劇場・音楽堂が，社会教育施設とし

てどのようにとらえられていたか，あるいはとら

えられていなかったのか。教育行政・文化政策と

の関連も踏まえながら，改めて検討する必要があ

るだろう。 
 また，住民参加制度とかかわって見られた事例

研究では，参加のデザインが確立していないこと

が共通する課題としてあったことのほか，施設の

開館までに，その後の運営体制などを定める「運

営計画」の過程に着目した研究の蓄積が不十分で

あった。この過程の事例研究の積み重ねは今後の

課題であるといえる。 
 後者については，事業の効果や方法に関する研

究がある一方，参加者としての住民に言及するも

のは多くみられていない。しかし，第 3 章で取り

上げたように，これまでの社会教育研究が表現・

文化活動の実践を通した住民の主体形成につい

て議論してきたことと照らし合わせると，「感動

を他者と分かち合える学習機会の提供」や「人々

の，文化や芸術に対する見方や価値観の変化」な

どと挙げられている事業の効果は，参加した住民

の学習活動と考えることができるのではないだ

ろうか。事業の場面に限って言えば，現在まで論
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じられていない，参加者にとっての事業の効果を

検証できるだろう。また，その他の場面において

も，「参加」を住民自身の「学習」ととらえた研

究を今後進めて行くことで，住民の学習施設とし

ての劇場・音楽堂の位置付けも明らかにすること

ができるのではないだろうか。この点についても，

今後の課題として引き続き検討していくことと

したい。 
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Structure and Issues in Studies of Participation in Theaters and 

Concert Halls 

Akihiro HORIMOTO† 

†Graduate School of Education, the University of Tokyo 

The purpose of this paper is to review previous studies of participation of community residents in theaters 

and concert halls and to examine related issues. In theaters and concert halls, participation of community residents 

has been discussed as the participation in the development process before theaters and concert halls are built, or 

the participation in cultural activities and in management after theaters and concert halls are opened. The result of 

this review suggests that theaters and concert halls have not been regarded as a part of social education facilities, 

and that previous studies have not focused on the community residents who are the participants. There is a need 

for research which regards this participation as community residents’ own learning.     

Keywords: Theaters and Concert Halls, Community Residents, Participation 
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2016 年度 研究室活動記録 
 
オープンラボ記録 

 
本年度のオープンラボは日程を 1 日，1 回のみに

変更し，院生によるコース紹介・研究室紹介と個別

相談を実施した。 

 
＜実施概要＞ 
◆日時：2016年 5月 25 日 17:00～17:50 

 
＜コース紹介＞ 
山田翔平（図書館情報学研究室） 
松尾有美（社会教育学・生涯学習論研究室） 

 
ワンデーセミナー記録 

 
 本年度も図書館情報学研究室と社会教育学・生涯

学習論研究室の研究交流を目的として，両研究室の

大学院生が研究内容を発表した。 

 
＜実施概要＞ 
◆ 日時：2016 年 9月 8日 10:00～14:20 
◆ 会場：赤門総合研究棟A210 教室 
◆ 発表者：西川昇吾，山田翔平，高橋恵美子，大

山宏，矢田竣太郎 

 
2016 年度 講義内容一覧 

 
【生涯学習論基本研究Ⅳ】担当：教授・牧野篤，准

教授・李正連，新藤浩伸 
S1 期のゼミでは，社会教育分野におけるこれまで

の研究動向を広く理解するために①日本社会教育学

会編『現代教育改革と社会教育（講座現代社会教育

の理論Ⅰ）』（2004），②日本社会教育学会編『現代

的人権と社会教育の価値（講座現代社会教育の理論

Ⅱ）』（2004）の 2冊を講読した。教育とは何か，教

育を受ける権利とは何かなど，社会に存在する既存

の価値観をゼミの議論の中で積極的に捉え返してい

った。議論を通じ，およそ10 年前の社会教育領域が

抱える課題意識（社会教育の専門性の問題や権利論

の捉えられ方）が，現在の社会や社会教育を考える

のにも通ずる，多くのキーワードを内包しているこ

とを改めて確認し，これから先の社会教育の姿をゼ

ミの時間の中で深く考えることができた。 

 
【生涯学習論特殊研究Ⅳ】担当：教授・牧野篤，准

教授・李正連，新藤浩伸 
A1 期のゼミでは，①日本社会教育学会編『成人の

学習と生涯学習の組織化（講座現代社会教育の理論

Ⅲ）』（2004），②日本社会教育学会編『社会教育研

究における方法論』（2016）の 2 冊を講読した。①

では，主に成人学習論の展開と社会教育との関わり

について議論を行い，成人個々人の学習を，どのよ

うに地域や社会の変化へとつなげていくかといった

ことが話題となった。また②では，これまで社会教

育学では明示的に取り上げられることが少なかった

研究方法論がテーマである文献を講読し，多様な研

究方法の展開を見ていく中で，社会教育学の固有性

とは何かということについて改めて議論を行った。 

 
【生涯学習論論文指導】担当：教授・牧野篤，准教

授・李正連，新藤浩伸 
 本ゼミは，研究室所属の大学院生が各自の研究を

報告し議論する場として毎週開講されている。各学

期において学会発表，投稿論文，修士・博士論文な

どの内容や，研究構想について報告し，参加者全員

で討論を行った。各院生の研究テーマは様々であり，

本年度は，子どもや若者の生活に関する研究，高齢

社会と学習に関する研究，労働・就労問題と教育に

関する研究，文化教育施設や職員の専門性に関する

研究，外国におけるまちづくりやコミュニティ活動

に関する研究，多文化社会に関する研究など多岐に

わたった。個々人の研究内容の他に，研究方法につ

いても議論が及び，参加者全員で問題を共有できた

ことは，研究を進めていく上で有意義であった。 

 
【成人教育研究の理論と方法】担当：非常勤講師・

高橋満 
地域や職場における成人の学びを探究するさいの

基礎的知識と分析視角について講義された。 
講義においては最初に，学校教育と比較した成人

教育特有の空間，方法，理論について，博物館教育

を事例に取り上げつつ検討された。次に，社会教育・

成人教育としての「地域づくり」の実践が取り上げ

られ，「地域づくり」実践を社会教育・成人教育的視

点から分析・評価する手法が検討された。最後に，

地域における成人教育実践を取り巻く戦後以来の日
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本社会の変化，実践を支える教育行政・政策の理念

的転換，そしてこれに影響を与えてきた国際的な成

人教育論の変遷について概括的な議論が提示された。 
大学院在籍時から現在に至るまでの講師自身の問

題関心や研究成果に関する話題もあり，受講者間で

活発的な議論がなされた講義であった。成人教育の

原理論的研究の必要性はもちろんのこと，実践や制

度，政策の文脈性を意識した研究を行うことが重要

であると確認された。 

 
【プログラム評価論】担当：非常勤講師・安田節之 
 教育機関や企業組織，地域コミュニティで行われ

る対人援助・人材育成・組織開発・地域活性化など

を目的とした多様な実践・介入活動プログラムにつ

いて，客観的に結果や効果を評価し質の向上につな

げるための方法論を学ぶ講義である。講義ではディ

スカッションをはさみながら評価の目的やアプロー

チ，インパクト理論，評価クエスチョンなどといっ

た評価の基礎的な事項について学んだ。その上で受

講者は小グループに分かれ，各自評価の対象とする

プログラムを設定してロジックモデルを設計した。

また最終レポートとしてそれぞれのプログラムにつ

いて評価計画書を作成した。プログラムを客観化し，

誰の，何のための評価なのかということを意識して

評価にあたることは，プログラムの質向上を図る上

でも有用な視点であると思われた。 

 
【図書館情報学総合研究】担当：教授・影浦峡 
【図書館情報学論文指導】担当：教授・影浦峡，客

員教授・吉田右子 
本講義は通称「総合ゼミ」と呼ばれ，主に図書館

情報学研究室所属大学院生が参加し，各自の研究テ

ーマの進捗状況について共有したり，学会発表の練

習をしたりする場となっている。基本的には隔週開

講で，参加者は半期ごとに 1 回以上の発表機会を持

ち，各回2 名程度が発表する。本年度は実験的に，4
月から 5 月にかけて研究の手続き・方法や論文を書

く際の注意点などを共有する「研究ガイダンス」を

実施した。参加者が各項目について調査・整理し，

研究を進めるという行為に関する極めて基本的・実

際的な情報共有をしたのである。従来の総合ゼミで，

各発表者に対して単発的に行われてきた研究の進め

方についてのアドバイスを集約したかたちとなる。

その後は各自の研究内容の共有を主としたが，10月

には筑波大学にて吉田右子客員教授の研究室と合同

で，両研究室から数名ずつ研究報告をするゼミを開

催し，活発な議論を交わした。また，年度最後のゼ

ミでは本年度に提出された修士論文の検討会を実施

した。 

 
【図書館情報学研究方法論】担当：教授・影浦峡 
夏学期の影浦ゼミでは，Degroot と Schervish の

Probability and Statistics の第４版をテキストにし

て，確率論を題材としながらいかにして専門書を読

み解くかという方法を学んだ。 
 例えば，テキスト内の定義・定理・命題等をその

ままノートに書き写すこと，本文に出てきた単語の

定義を理解しているかチェックし，していなかった

場合は定義を参照すること，定理等で理解できてい

るかをチェックするために図示してみること，例の

活用の仕方，命題等の仮定と結論を明記しておくこ

と，そして理解が困難な箇所については自分なりの

解説などを付け加えることなどである。 
 ゼミは，発表者を一人決め，発表者ごとに担当箇

所を割り振り，その箇所について発表者が抗議・解

説をし，その後全員で疑問点などを出し合い，ディ

スカッションをするという形式で行われた。 
 発表は英語で行われ，質問・議論等は日本語と英

語の両方で行われた。 

 
【情報媒体構造論】担当：教授・影浦峡 

2016 年度の『情報媒体構造論』と題された集中ゼ

ミでは，論理学における量化子の扱い方について学

んだ。Proofs and Fundamentals: A First course in 
Abstract Mathematics というテキストの第 1 章を

参考にした。指定された箇所を参加者全員が一定時

間の間に読んで，②読んだ部分の内容についてコー

ディネータを一人設定して議論をする，というサイ

クルを一日の間に何度か繰り返して進めていった。

このゼミでの最終的な目標は，全称量化子と存在量

化子を含んだ命題「全ての人がある果物を毎日食べ

ている」の否定の操作ができるようになることであ

った。学習内容としては，論理演算子と真理値表，

集合演算，量化子の操作を学び，命題を論理式に落

とし込んで考えることを覚えた。結果としては，参

加した学生全員が，先述の量化子を含んだ命題の否

定の命題を作成するという操作を，手順を確認しな

がら行うことが可能になった。 
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【北欧の生涯学習と図書館】担当：客員教授・吉田

右子 
  本講義は，北欧における生涯学習の拠点としての

図書館に関する体系的な知識の習得を目的とするも

のである。講義ではデンマーク，スウェーデン，ノ

ルウェーとフィンランドの公共図書館に焦点が当て

られ，図書館の写真資料とその他マルチメディア資

料を通して，その機能，歴史，サービス，利用者と

司書について多面的に学んだ。人々の暮らしにおけ

る図書館の位置付けを語る際に欠かせない北欧の気

候と環境についても紹介がなされた。ゲストスピー

カーである筑波大学大学院博士課程の和気尚美氏に

よる 3 回の講義では，デンマークの公共図書館にお

ける移民を対象としたサービスが，実際に図書館で

配布されている資料とともに紹介された。 
  最後の2 回の講義では，受講生が北欧の教育とい

う大枠の中で各々が設定したテーマに関する発表を

行った。シティズンシップ教育，発達性ディスレク

シア，文化政策，ICT の活用，職業教育，高齢者政

策，美術館，劇場施設，子育て，教員養成など多岐

にわたるテーマについての議論を通して，生涯学習

における図書館の役割と可能性を見直すことができ

た。 

 
【デジタルドキュメント論】担当：非常勤講師・阿

辺川武 
デジタルメディア上で配信・流通・利用・保存さ

れるドキュメントであるところの「デジタルドキュ

メント」に関する様々なトピックを，講義形式を基

本としながら数回の演習を交えて学習した。扱われ

たトピックはデジタルドキュメントの歴史的位置づ

けに始まり，その技術的構成要素，データ構造，学

術分野での発信と利用，電子書籍・電子出版におけ

る動向，インターネット上での存在形態，保存方法

と多岐にわたった。講義では数回のレポートやディ

スカッションが実施された。一方演習では，デジタ

ルドキュメントに関連した企業の展示会「コンテン

ツ東京 2016」やデジタルドキュメントを駆使した展

示を扱う「お茶ナビゲート」の見学，及び電子書籍・

電子辞書端末の体験ができるカフェ「GLOCAL 
CAFÉ」での電子出版業界関係者を交えたディスカ

ッションがなされ，いずれも民間での実践について

直接触れられる有意義な機会を得ることができるも

のであった。 

2016 年度 個人研究報告 

 
（図書館情報学研究室 博士課程） 
〔井田浩之〕 
現在，東大は休学して，UCL Institute of 

Education の博士課程で研究をしております。2016
年度は学会発表３件，論文集に１件，雑誌投稿１件

ずつ成果を発表しました。現在の研究テーマは，情

報リテラシー教育を機関内（学生，教員，図書館）

で有機的に機能させるための理論的検討とそれを確

認する実証研究を行っています。 
 進捗状況としては，中間論文審査（upgrade）に

は通過し，実証研究に向けた学内での研究倫理審査

に通過したところです。2017 年初頭にイギリスの高

等教育期間を対象に，学生，教員，図書館員に情報

リテラシー教育の経験を調査するインタビューを実

施予定です。そのあと，データの分析を行い，全体

を執筆して，2018 年度中には博士論文を提出したい

と考えています。 
 2017 年度は，実証研究を中心に，全体の構想を強

固なものにしていきたいと思っています。 

 
〔高橋恵美子〕 
 本年度は学校司書についての本のための執筆作業

を行った。9 月のワンデーセミナーで「学校図書館

専門職制度確立の要件に関する考察」を報告，その

後博士論文執筆のための文献調査等を行っている。 
 日本図書館協会学校図書館職員問題検討会の委員

として，文科省研究協力者会議の論点整理（案）に

対する意見（2016 年 5 月公表），検討会報告書の作

成及び同報告書（案）についてのパブコメ意見とそ

れに対する考え方（両方2016 年 10月公表）のまと

めに関わった。8 月，日本図書館協会学校図書館部

会第 45 回夏季研究集会で「学校図書館職員問題検討

会報告」，学校図書館問題研究会第 32 回全国大会分

科会8 で同検討会の報告，10 月第102 回日本図書館

協会全国図書館大会第 3 分科会学校図書館で「学校

図書館職員問題検討会報告書，作成経過と内容」報

告を行った。検討会報告書に関して，『出版ニュース

10 月下旬号』（出版ニュース社）に「学校司書の新

しい資格の提言まとまる」を執筆した。 

 
〔宮田玲〕 
2016 年 1 月〜12 月の主な研究活動は以下の通りで
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す。 
1. 執筆／発表 
【研究書】Rei Miyata, Anthony Hartley, Kyo 
Kageura, Cécile Paris. ‘Garbage Let’s Take 

Away’: Producing Understandable and 
Translatable Government Documents: A Case 
Study from Japan. Social Media for Government 
Services, Springer, pp. 367–393, 2016. 
【国内学会】宮田玲, 藤田篤, 内山将夫, 隅田英一郎

「機械翻訳向け前編集の事例収集と類型化」言語処

理学会第22回年次大会, 仙台, pp. 869–872, 2016年
3 月. 
【国際会議】Rei Miyata, Anthony Hartley, Cécile 

Paris, Kyo Kageura. Evaluating and 
Implementing a Controlled Language Checker, 
International Workshop on Controlled Language 
Applications (CLAW 2016), pp. 30–35, Portorož, 
Slovenia, May 2016. 
【招待講演】宮田玲「制限オーサリングと機械翻訳」

名古屋地区 NLP セミナー, 名古屋大学, 2015 年 11
月 29 日. 
【 国 際 会 議 】 Rei Miyata, Kyo Kageura. 

Constructing and Evaluating Controlled Bilingual 
Terminologies, International Workshop on 
Computational Terminology (CompuTerm 2016), 
pp. 83–93, Osaka, Japan, December 2016. 
【国際会議】Rei Miyata, Anthony Hartley, Kyo 

Kageura, Cécile Paris, Masao Utiyama, Eiichiro 
Sumita. MuTUAL: A Controlled Authoring 
Support System Enabling Contextual Machine 
Translation, International Conference on 
Computational Linguistics (COLING 2016), 
system demonstrations, pp. 35–39, Osaka, Japan, 
December 2016. 
 
2. その他 
・有期技術員, 情報通信研究機構 (NICT) 先進的音

声翻訳研究開発推進センター 先進的翻訳技術研究

室. 
・プログラム委員, NLP若手の会 (YANS). 
・プログラム委員, Young Researchers Symposium 

on Natural Language Processing (YRSNLP 2016). 
 
 

〔新井庭子〕 
（概要）小・中教科書のテキストを比較した時，そ

こには語彙だけでは説明のつかない形式の難しさの

ギャップが存在する。 
 テキストの難しさの研究として，既存の研究では

テキストか人間の認知かどちらかしか研究対象にさ

れてこなかった。今後の研究では，最終的に人間の

読解を困難にするテキストの形式の特徴に着目し，

人間の読みとテキストの両方を研究対象とする。 
 それに先立って，今年の研究ではまず読みを困難

にするテキストのパラメーターを予測し，小・中教

科書テキストの間にそのパラメーターで表現できる

ギャップがあることを示した。文構造に着目し，係

り受け関係の複雑さや定義表現の多さなどのパラメ

ーターを設定した。 
 本研究は，最終的に，示したパラメーターで難易

度推定式を作り，読解力テストの結果と照らし合わ

せ，これを正解データとして難易度推定式の精度を

上げることを目指すものである。 

 
〔矢田竣太郎〕 

2016 年度から本コース博士課程に進学した。卒業

論文から継続・延長した研究テーマである『「前読書

家」を触発する図書推薦システム」の完成を博士論

文の内容とするつもりで取り組んでいる。本年度は，

6 月に国内学会「電子情報通信学会 言語とコミュニ

ケーション研究会」での口頭発表，12月に国際学会

「International Conference on Asia-Pacific Digital 
Libraries」でのポスター・口頭発表を行った。また，

研究テーマに深く関連する領域のトップカンファレ

ンスの 1 つである International Conference on 
Computational Linguistics に参加し，最新の知見と

関連研究者との交流を得ることができた。加えて，

上述の国内学会をきっかけに，10 月よりKDDI総合

研究所で半年間のインターンに従事する機会を得，

週に2 日程度の頻度で指導を受けた。 

 
〔山田翔平〕 

2016 年度は，「基盤(B)知識基盤としての出版メデ

ィアの変容に関する実証的研究」の一環として岩波

新書の物理的，形態的特徴について記述する研究を

行った。この研究成果は，“Physico-symbolic 

characteristics of Japanese paperback book series 
Shinsho: A descriptive study”というタイトルで，
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The 7th Asia-Pacific Conference on Library & 
Information Education and Practiceにて発表した。

さらに，修士論文の内容を基として雑誌投稿論文の

作成を行った。タイトルは“The conceptual 

correspondence relation between an encyclopaeida 
and Wikipedia”であり，内容は百科事典と

Wikipedia の機能的差異性を百科事典の概念を基に

分析するものである。この論文は 2016 年度内に投

稿予定である。また，今年度は，学校教育高度化セ

ンターによる若手研究者育成プロジェクトに採用さ

れ，本研究室修士課程の朱とともにグループ研究を

行った。「ディスレクシアを持つ児童生徒にとって読

みやすい和文組版要素の研究」という研究タイトル

で申請し，研究内容は，ディスレクシアの人に読み

やすい和文書体の開発とその評価実験である。 

 
（図書館情報学研究室 修士課程） 
〔朱心茹〕 
 本年度は昨年度に引き続き，「発達性ディスレクシ

アに特化した和文書体」に関する研究を行いました。 
  研究の進捗について，2016 年 7月に情報処理学会

第 135 回コンピュータと教育研究会で「発達性ディ

スレクシアに特化した欧文書体の特徴」という題目

の口頭発表を，2016 年 9月に Japanese Association 
for Digital Humanities Conference で

“Characteristics of a Japanese Typeface for 
Dyslexic Readers”という題目のポスター発表を行

いました。前者の発表では学生奨励賞を受賞しまし

た。 
  これらの研究は一部「山田翔平（代表研究者）・朱

心茹, 発達性ディスレクシアを持つ児童・生徒にと

って読みやすい和文組版要素の研究, 東京大学大学

院教育学研究科附属学校教育高度化センター若手研

究者育成プロジェクト」の支援を受けて行われたも

のであるため，2017 年 2月にストックホルム大学と

共同で開催される国際シンポジウムでの研究発表を

予定しています。 
  また，これまでの研究に基づいて修士論文「発達

性ディスレクシアに特化した読みやすい和文書体の

研究」を執筆しました。 

 
〔宮本愛〕 
本年度は，修士論文「戦前期東京における公共図

書館の利用者‐女性に焦点を当てて‐」を執筆しま

した。戦前における図書館の利用者の実態を，特に

当時図書館利用におけるマイノリティーであった女

性を中心に明らかにすることを目的とし，当時の利

用者数や利用者の職業・年齢，利用者の利用傾向を，

戦前期に作成された史料をもとに調査しました。史

料調査に伴い，戦前期に作成された図書館業務資料

を実際に手に取ったことは，自分にとって貴重な経

験となりました。 
授業に関しては，総合ゼミでの発表を通じて教授

や院生の皆様から貴重なご意見をいただき，修士論

文執筆において多くの知見を得ることができました。

また，10月に行なわれた筑波大学大学院図書館情報

メディア研究科との合同ゼミでは修士論文の進捗状

況について発表を行ない，筑波大学の皆様からも有

益なアドバイスを多数いただきました。 
本コースの先生方・研究室の皆様には，2 年間大

変お世話になりました。感謝申し上げます。 

 
〔岩井美樹〕 
本年度の研究活動は以下の通りです。 
学会発表：2016 年 6月にコペンハーゲンで行われた

TKE2016 で ，「 Cross-lingual correspondence 

between terminologies: The case of English and 
Japanese」の研究発表を行いました。また，12 月

にも大阪で開催された COLING2016 のワークショ

ップに参加し，「A method of augmenting bilingual 

terminology by taking advantage of the 
conceptual systematicity of terminologies」の研究

発表を行いました。本会議にも参加しました。 
研究室ミーティング：昨年から引き続き，研究室ミ

ーティングを月に1 回程度行いました。 
修士論文の執筆：修士論文「専門語彙の構造的特徴

を活用した対訳専門用語集の拡張手法の提案」の執

筆を行いました。 

 
〔唐麟源〕 
学際情報学府学際情報学専攻影浦研究室修士課程

２年の唐です。今年度の研究活動は，主に修士論文

の完成に向けたものです。学習カリキュラムに従っ

て，学府の講義に出席する以外に，複数のゼミナー

ルに参加しました。方法論ゼミでは，確率と統計の

学習を通し，本の読み方と思考の仕方をめぐる訓練

を受け，学習と研究の方法論についての認識を深め

ました。また，去年から開始した，研究室に所属す
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る修士 1 年生が集まったM1 ゼミは，今年から新た

なメンバーが加わり，研究ゼミと名を改めました。

それぞれの学位論文の完成に向けて，進捗を確認し

合い，有益な刺激と意見を互いから得られる場所と

なっています。自分の研究に関して，研究テーマは

言語の表層的なレベルにおけることばの一貫性と安

定性と確定した。それを分析するための材料である

国会会議録の形式的特徴について，2016年９月に開

催された社会言語科学会の第 38 回大会においてポ

スト発表を行いました。今後，研究成果の共有とア

ウトプットを意識しながら研究を進めていきたい。 

 
（社会教育学・生涯学習論研究室 博士課程） 
〔大山宏〕 
本年度行った研究活動は，以下の通りである。 
1． 論文 
・「東京都基礎自治体における青少年教育施設設置状

況の推移」『生涯学習基盤経営研究』第 41 号, 2017
年 3月 
2． 書籍 
・『大都市・東京の社会教育 歴史と現在』（東京社会

教育史編集委員会編，2016 年 9 月）の一部執筆

（p.536～557，井口啓太郎・橋田慈子と共著） 
3． 報告書 
・東京大学大学院教育学研究社会教育学・生涯学習

論研究室『「まち」をフィールドにする―「岡さんの

いえTOMO」・「街 ing 本郷」院生プロジェクト報告

―』（学習基盤社会研究・調査モノグラフ第 11 号）

2016 年，pp.4～5，8～12（西川昇吾と共著），16～
17，19～21（中川友理絵と共著），21～23（松尾有

美・中川友理絵と共著），25～26 
・東京大学大学院教育学研究社会教育学・生涯学習

論研究室『地域社会への参加と公民館活動―飯田市

の千代・東野地区におけるアンケート調査の分析か

ら―』（学習基盤社会研究・調査モノグラフ第 12号）

2016 年，pp.69～73 
4． 学会発表等 
・「子ども・若者支援専門職の基本理念 —“第三の領

域”の視点から—」日本社会教育学会6 月集会・プロ

ジェクト研究報告，2016 年6 月（生田周二と共同発

表） 
・「青年期に求められる自立に関する史的考察」日本

社会教育学会第63回研究大会，2016 年9月 

 

〔金宝藍〕 
本年度行った研究活動は、以下の通りです。 
【論文】 
・「韓国の地域共同体運動における市民力形成に関す

る一考察」『日本社会教育研究』第 52 巻 1
号,p.33-43,2016 年.  
【書籍(共著)】 
・郭珍榮,呉世蓮,金宝藍「韓国における単位銀行制と

学習口座制の現況と課題」『躍動する韓国の生涯学習

－市民・地域・学び』エイデル出版,2017 年刊行予

定. 
【研究報告】 
・「「市民力」の形成における「運動」の果たす役割

に関する一考察―「シティズンシップ」概念の批判

的検討をとおして―」日本社会教育学会第63 回研究

大会(自由研究発表),2016年9 月. 
・「韓国の生涯学習における「地域とマウル共同体」」

日本社会教育学会第 63 回研究大会(ラウンドテーブ

ル), 2016年 9月. 
・「韓国のマウルにおける社会的経済―持続可能な地

域社会をつくる力量形成に焦点を当てて―」第 90
回社会的企業研究会,2016年 9月. 
・「持続可能な社会をデザインする運動としての社会

的連帯経済」第 4 セクター・社会的企業日韓研究交

流会，2017年 1月(早稲田大学). 
【(共同執筆)報告書】 
・「韓国の平生教育・この１年」 『東アジア社会教

育研究 21号』2016 年 12月． 
・「2015 年社会教育研究動向」『日本社会教育学研究』

第 52巻２号, 2016 年 9月. 
・「岡山県備前市地域活性化研究実習報告書」,2016
年 5月. 
・「「まち」をフィールドにする―「岡さんのいえ

TOMO」・「街 ing 本郷」院生プロジェクト報告

―」,2016 年6 月. 
【その他】 
・定例研究会(「韓国生涯学習フォーラム」,「東アジ

ア社会教育研究会」,「社会的企業研究会」など)に関

わり、本の編集・執筆・翻訳や研究会の運営企画な

どに参加 
・翻訳： 池熙淑 「「住民の視点」から見た韓国平生

教育活動家の実践と学び」, 『東アジア社会教育研

究 21 号』2016 年 12 月． 長澤成次「 日本におけ

る社会教育政策の動向」,日韓学術交流研究大会資料
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集,2016年11月． 
・日本社会教育学会「通信広報」担当幹事． 

 
〔山口香苗〕 
今年度の研究活動は，以下の通りです。 
〈論文〉 
・「台湾における「社区大学全国促進会」の役割：社

区大学法制化と公共課題解決プロジェクトの実行を

中心に」『社会教育研究』第52 号 2巻，日本社会教

育学会，2016.9。 
・「台湾の社区大学における「公民社会」へのアプロ

ーチ方法：台北市文山社区大学を例に」『日本公民館

学会年報』第13 号，日本公民館学会，2016.11。 
・「地域課題に取り組む台湾の地域学習施設：台北，

台南，高雄市の社区大学を例に」，「台湾の終身学習・

この１年：学習型都市，楽齢学習センターおよび職

員の現状」，2 編共に『東アジア社会教育研究』21
号，2016.9。 
〈学会発表〉 
・山口香苗「台湾の社区大学による市民社会形成の

特質：台北市社区大学３課程の学習者へのインタビ

ューから」日本社会教育学会第 63 回研究大会（於：

弘前大学）2016.9.17。 
〈その他〉 
・共著「2015 年社会教育研究の動向」『日本社会教

育学会紀要』第52号2 巻，2016.9など。 

 
〔杉浦ちなみ〕 
本年は, 以下に取り組みました。 
（論文・記事） 
・「民謡文化の伝承と学習と」『月刊社会教育』2016
年 6月号, pp.18-23, 国土社 
・「徳富猪一郎の『大江義塾』」（pp.20-32）, 「飯田

柳田国男研究会」（pp.304-323）, 「合同討議 主題

をめぐる二, 三の問題」（pp.487-510, 共著）北田耕

也監修, 地域文化研究会編『地域に根ざす民衆文化

の創造―「常民大学」の総合的研究―』2016 年 11
月, 藤原書店 
（翻訳） 
・「Chapter1 総説」（pp.5-13, 共訳）, 「Chapter2 
文化」（pp.15-31, 共訳）, 「Chapter4 芸術との関

わり方」（pp.59-109）, 「参考文献」（pp.211-220, 共
同作成）デヴィッド・Ｊ・ジョーンズ著, 新藤浩伸

監訳『成人教育と文化の発展』2016 年 2月, 東洋館

出版社 
（口頭発表） 
・“How the Regional People Learn their Folk 
Music in Japan: Amami Oshima” ISME Glasgow 
2016, 32nd World Conference, 2016 年7 月29日 
・「多様化する民謡の伝承―奄美大島から―」社会教

育研究全国集会「地域文化の創造と社会教育」分科

会, 明治大学, 2016 年 8月 28 日 

 
〔西川昇吾〕 
本年度の研究活動は以下の通りである。 
【論文】 
「社会教育学にとっての労働の意味づけに関する一

試論」『東京大学大学院教育学研究科紀要』，第 56
巻，2017年 3月発行予定 
【学会発表】 
「労働の意味づけに関する一考察―古代から近代に

いたる労働思想史の検討を通して―」社会教育学会

第 63回大会（於：弘前大学）2016年 9月 
【報告書】 
東京大学大学院教育学研究科社会教育学・生涯学習

論研究室院生プロジェクト『「まち」をフィールドに

する―「岡さんのいえTOMO」・「街 ing 本郷」院生

プロジェクト報告―（学習基盤社会研究・調査モノ

グラフ第 11 号）』2016 年 6 月，pp.8-13（大山宏と

共著），30-31，45-46，56-57. 
東京大学大学院教育学研究科社会教育学・生涯学習

論研究室飯田市社会教育調査チーム『地域社会への

参加と公民館活動―飯田市の千代・東野地区におけ

るアンケート調査の分析から―（学習基盤社会研

究・調査モノグラフ第12号）』2016年7月，pp.24-26，

65-69. 
 
〔須藤誠〕 
本年は博士論文執筆に向けて自身の課題意識を深め

ていく一方で，他領域の研究者との交流も活発に行

った年でした。具体的な研究活動は次の通りです。 
〈国際会議〉 
・Suto M "Rethinking the Role of Social Education 

and Lifelong Learning in Aged Society" The 3rd 
International Alliance of Research Universities 
Aging, Longevity and Health Initiative Graduate 
Student Conference, Tokyo, Japan, 2016.11.4. 
・Yokouchi N, Horinuki F, Okada H, Sumikawa Y, 
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Suto M, Fukui C, Ogino R, Park H, Fujisaki M, 
Nagata S, Higuchi N, Goto J ”Practice for 
supporting the decision-making of the persons 
with dementia: A field study of “Dementia cafe” 
“ The 3rd International Alliance of Research 
Universities Aging, Longevity and Health 
Initiative Graduate Student Conference, Tokyo, 
Japan, 2016.11.4. 
〈国内シンポジウム〉 
・パネルディスカッション登壇＆報告「地域活動の

場をデザインする-柏市での実践より-」IOG/GLAFS
国内シンポジウム2016（東京大学）2016.3.5. 
〈雑誌記事等〉 
・共同執筆「2015 年社会教育研究の動向」『社会教

育学研究』第52 号2巻，2016. 9. 
・「特集 高齢化社会に向けた学際的取組み 東京大

学高齢社会総合研究機構のいま５ 閉じこもり高齢

者へのアプローチ」『エルダー』第 38 巻第 5 号，

2016.5.（上述シンポジウムの取材記事です）。 
〈その他〉 
・日本社会教育学会第 63回研究大会（2016.9.16-18，
弘前大学）に参加し，最新の研究成果に触れるとと

もに，他大研究者との議論を深めました。 
・昨年に続き，研究室の他院生とともに世田谷区「岡

さんのいえ」関係者に聞き取り調査を実施しました。 
・ほか，他研究科に所属する研究者とともに，高齢

化の進む郊外住宅地における住民活動の展開方法を

検討する共同研究にも関わりました。 

 
〔松田弥花〕 
本年度は，自身の研究テーマであるスウェーデン

のSocial Pedagogy (=Socialpedagogik) に関して現

地で研究活動を進めた。具体的には，歴史史料や文

献の収集・読解・講読と，インタビュー及び観察調

査である。 
以上の成果を，『社会教育学研究』第 52 巻第 1号

（「スウェーデンの Socialpedagogik 概念にみる教

育・福祉・コミュニティの関係性に関する考察」）や，

日本教育学会第75回研究大会（於：北海道大学）（「ス

ウェーデンにおけるヘムゴードの考察―社会教育福

祉論と Social Pedagogy の視点から―」，名古屋大

学・松田武雄と共同），日本社会教育学会第 63 回研

究大会（於：弘前大学）（「スウェーデンにおける

Socialpedagogik の歴史的概念に関する研究―1900

～1930 年代を中心に―」，個人）で発表した。また，

「The Nordic Educational Research Association 
2017 (NERA2017)：北欧教育学会 2017」（於：オー

ルボー大学）に参加し“The Differences between 
Social Pedagogues and Socionoms in Sweden”とい

うテーマでインタビュー調査の内容を発表する予定

である。 
一方で，副専攻である「活力ある超高齢社会を共

創するグローバル・リーダー養成プログラム

（GPinG: GLAFS）」における共同研究や，研究室

内の共同研究における報告書執筆活動を行った。 

 
〔入江優子〕 
今年度より，社会人として常勤勤務の傍ら博士課

程に進学しました。開かれた学校づくりや学校と地

域の協働政策が進められ，「社会の中の学校」の在り

方が問われる中，学校と社会の関係性に関心を寄せ

ています。今年度は，講義等を通じて研究の基本的

視点や方法論を学びつつ，高度経済成長期とバブル

崩壊後の社会経済情勢や産業構造の変容に伴う「家

庭の変容」という側面からみた学校と社会の関係性

の変化について，先行研究やデータの整理を進めて

います。 
研究室の活動では，『社会教育学研究』第 52 巻第

2 号における「2015 年の社会教育研究の動向」のま

とめに参加し，ジェンダー，震災，地域と学校に関

わる実践研究の動向について執筆を担当しました。

また，院生プロジェクト研究「岡さんのいえ」の「岡’

ｓキッチン」プログラムに参加し，参加者との交流

の中で，他団体の児童養護施設退所者向けプログラ

ムの視察と意見交換の機会も得，これらを今後の研

究に生かしていきたいと考えています。 

 
〔詹瞻〕 
今年度より本コースの博士課程に進学した。院ゼ

ミや講義では生涯学習の理念や歴史，また各国，各

地域の生涯学習施設における活動の動向について学

習した同時に，個人研究には，中国学術文献オンラ

インサービス（中国知網CNKI)と上海図書館で「美

術教育思想」，「美術館教育」，「文化公共性」という

いずれも美術館関連するキーワードでタイトル検索

して得られた文献，書籍を対象に整理を行い，中国

の美術館における「陶冶」という言葉について再検

討する作業を行った。修士論文の一部をまとめ直し
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（「中国における美術館教育活動とその意義に関す

る一考察―歴史的な展開への視点から」「東京大学教

育学研究紀要」に投稿した。 
その他，今年度は以下の活動を行った。①研究室

における共同研究活動として社会教育学会の研究動

向の整理を参加しており報告書に執筆した。②柏市

豊四季台のくくるセミナー・中国語講座にて，講師

として高齢者と言語，文化を学習した。 

 
〔堀本暁洋〕 
 本年度，博士課程に進学しました。本年度の主な

活動は以下の通りです。 
1．執筆 
・「劇場・音楽堂における「参加」研究の構造と課題」

『生涯学習基盤経営研究』第41号, 2017 年3月 
・「鎌倉柳田学舎」北田耕也監修『地域に根ざす民衆

文化の創造――「常民大学」の総合的研究』（藤原書

店，2016年 11 月）pp. 348-363. 
・「第 18分科会 地域文化の創造と社会教育」『第 56
回社会教育研究全国集会（東京集会）報告書』（社会

教育推進全国協議会，2016 年11月）pp. 72-73. 
2．発表 
・「劇場・音楽堂の管理運営計画の検討過程における

住民参加 ―埼玉県富士見市民文化会館開館までを

対象に―」文化経済学会〈日本〉2016 年度研究大会，

2016 年 7月 
3．その他 
・院生プロジェクトで NPO 法人「街 ing 本郷」の

活動に参加し，NPO総会での報告，通信の作成など

を行った。 
・2015 年の社会教育研究の動向について，他の院生

と共同でとりまとめ，原稿を執筆した。 
・柏市高柳のキッズセミナー・楽器作り講座に講師

として参加し，子どもたちと楽器の製作・発表を行

った。 
・地域文化研究会に参加し，常民大学の実践につい

て共同研究を行った。また，鎌倉柳田学舎（鎌倉市）

への調査を行った。 

 
〔松尾有美〕 
本年度の研究活動は以下のようである。 
＜論文＞ 
・呉世蓮，金宝藍，松尾有美「韓国の平生学習・こ

の１年」『東アジア社会教育研究』第 21号，pp.86-95. 

＜学会発表＞ 
・「韓国の共同育児に対する母親たちの意識の考察-
ソウル市育児プマシ団体に所属する母親に着目して

-」日本社会教育学会第 63 回研究大会（自由研究発

表），2016 年9 月 17日 
＜翻訳＞ 
・梁炳贊「マウルづくり事業と草の根住民の主体形

成」，盧京蘭「労働と平生学習」『躍動する韓国の社

会教育・生涯学習−市民・地域・学び』（2016 年３月

刊行（予定）にどちらも掲載。） 
＜報告書＞ 
・東京大学大学院教育学研究科社会教育学・生涯学

習論研究室院生プロジェクト『「まち」をフィールド

にする-「岡さんのいえ TOMO」・「街 ing 本郷」院

生プロジェクト報告-』（学習基盤社会研究・調査モ

ノグラフ第 11号）2016, pp.6-8, pp.32-33, p.45,p.57. 
・東京大学大学院教育学研究科社会教育学・生涯学

習論研究室 飯田市社会教育調査チーム『地域社会へ

の参加と公民館活動-飯田市の千代・東野地区におけ

るアンケート調査の分析から-』（学習基盤社会研

究・調査モノグラフ第 12 号）2016, pp.48-50, 
pp.58-65（中川友理絵，松田弥花と共著） 
＜その他の活動＞ 
・院生プロジェクト研究：昨年度に引き続き，東京

都世田谷区「岡さんのいえTOMO」でイベントの運

営補助や企画をした（通年）。 
・東アジア社会教育研究定例会，韓国フォーラムへ

の参加：月に一回程度研究会に参加し，本の編集，

翻訳，執筆活動，ラウンドテーブル（日本社会教育

学会第 63回研究大会9月18 日）での報告に参加し

た（通年）。 
・ものラボワークショップ：今年度は，昨年度まで

の高山に加えて岐阜でもサイエンスキャンプという

形で，小学生高学年を対象にしたワークショップに

スタッフして参加した（８月，10月〜12 月）。 
・高柳，六小キッズセミナー：ジャンボかるたを使

用して，小学生たちとかるた取りを楽しむ講座を担

当した。 

 
（社会教育学・生涯学習論研究室 修士課程） 
〔大野公寛〕 
本年度は主に修士論文「サイレント・マジョリテ

ィの学校参加論 ―島根県立隠岐島前高校魅力化プ

ロジェクトを事例として―」の執筆をおこなった。
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本論文は，参加型社会の出現に際して，さらに社会

そのもののあり方を学校を核に組み換えようとする

近年の政策動向のなかで，重要になると思われる，

しかし制度の捕捉できない多くの住民に焦点をあて，

その参加のあり方の実態を明らかにするとともに，

時空論の観点から考察をおこなったものである。 
他に以下のような活動があった。①昨年度に引き

続き，NPO法人街 ing 本郷にかかわりながら，モノ

グラフの発表や NPO の活動通信の復刊などをおこ

なった。②全国公民館連合会による全国公民館実態

調査の結果の整理・考察をおこない，『月刊公民館』

に発表した（大野公寛・末光翔・丹田桂太・永野恵

「公民館のゆらぎと可能性」『月刊公民館』2016 年

6 月号から 2017 年 3 月号まで掲載予定）。③卒業論

文の内容を報告する機会を得た（自治体学会おおい

た日田大会分科会4（公募企画），2016年8月20日）。 

 
〔丹田桂太〕 
本年度は主に，修士論文「近代学校教育制度と「地

元」－青年のキャリア形成をとらえる視点の再検討

－」の執筆に取り組んだ。本論文では，「地元」とい

う場所での青年のキャリア形成を扱ってきた先行研

究の議論の枠組みを，近代産業社会における「国民

形成」の制度的装置としての学校教育とそのもとで

の「人間観」との関わりの中で捉え返すことによっ

て，その問題性を指摘し，「地元」でのキャリア形成

を積極的かつ肯定的に捉えていくために必要な視座

を提示した。 
また，昨年度末に大野公寛，末光翔，永野恵らと

共同で執筆した平成 25 年度全国公民館実態調査結

果検討報告書をもとに，雑誌『月刊公民館』の連載

記事を執筆した。 
さらに，院生プロジェクトの活動の一環として，

昨年度より文京区の NPO 法人「街 ing 本郷」の定

例カフェに継続的に参加している。とりわけ本年度

は，広報誌「街 ing だより」の作成に取り組んでい

る。 

 
〔末光翔〕 
昨年度に引き続き，精神疾患の子どもを持つ親や

家族の学習活動について，その支援のあり方に関す

る調査を進めています。病気を患う当事者と共に暮

らす家族は，その対応の難しさや将来の見通しのつ

かなさに疲弊しがちです。それに対して現在，関東

近辺の家族の集まり（家族会）を中心に，家族自身

が学習を通して元気になることを目指す「家族によ

る家族学習会」の取り組みが行われています。この

取り組みは，既に数年間にわたってその効果や重要

性に関する調査が行われ，有志の家族や NPO の関

係者により全国各地域の家族会への普及を目指され

ている段階にあります。 
その中で自分は，有志の家族が各地域の学習会活

動をサポートしていく方法について，特に学習会活

動の「振り返り」や「実践記録」の役割に注目して

調査を進めています。今年度は，昨年度行った家族

への聞き取りを元に，学習会活動のサポートに関す

るマニュアル改訂作業を行い，また実際に埼玉，千

葉，横浜にて取り組まれている家族学習会の見学，

聞き取りを進めています。 

 
〔永野恵〕 
本年度は，修士論文『公立文化ホールにおける指

定管理者制度に関する研究‐「協働」による「地域

ガバナンス」に着目して‐』の執筆を中心に研究活

動を行った。論文執筆にあたり熊本県立劇場，三重

県総合文化センターにて聞き取り調査を行い，財団

運営による公立文化ホールの実態調査を行うととも

に，その実態が近年注目される「協働」による「地

域ガバナンス」という地域経営方法にどのように位

置づくのか分析を試みた。 
 また研究室同期と共同の活動としては，公益社団

法人全国公民館連合会が実施した全国公民館実態調

査の結果を分析・考察し昨年度末に執筆した報告書

をもとに，本年度は雑誌『月刊公民館』にて 6 月号

から計 9 回にわたり記事『公民館のゆらぎと可能

性 平成 25 年度全国公民館実態調査調査結果検討報

告』の連載を行った。 
 院生プロジェクトでは，東京都世田谷区の「岡さ

んのいえ TOMO」にて，「開いてるデー」や「サン

デークラブ」，「岡’s キッチン」の活動に参加した。 

 
〔佐藤志保里〕 
本年度より修士課程に進学した。院ゼミには後期

から参加し，文献講読や討論を通じて社会教育・生

涯学習の基本的な視点や研究の方法論について学ん

だ。研究の関心としては，困難な立場にある人が自

分の人生をゆたかに生きようとするときにどのよう

な支援ができるかということである。本年は障害者
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就労支援施設である NPO 法人「きらら女川」およ

び「ゆめ工房」にて活動をともにしながら調査を行

った。困難を抱えながらよりよく生きようとするあ

り方，自身が社会の中に確かに位置づいていると実

感をもって生きるにはどうしたら良いかについて考

えながら，今後さらに焦点を明確化し先行研究の整

理や聞き取りを行っていく予定である。またこれか

らも教育学について知見を深めるため，文献講読を

進めたい。 

 
〔鯛仁和〕 
本年度 4 月より修士課程に進学した。院ゼミや講

義を受けることを通して，社会教育生涯学習におけ

る基本的な考え方や方法論についての考えを深めた。

また，学部ゼミでも文献購読を行い，さらに長野県

飯田市でフィールドスタディを行った。その後追加

調査で再度飯田市を訪れ，通学合宿の取り組みにつ

いてインタビュー調査を行い，この調査をもとに報

告書を執筆した。 
 個人の研究においては，個人の想いは語りにどの

ように現れるのか。人はまちに対する想いをどのよ

うにつくりあげていくのか。その想いをどのように

して汲み上げていくことができるのか。これらのこ

とについて興味を持っている。学部生の時から関係

のある岩手県大槌町や長野県飯田市などを何度か訪

問し，交流を続けている。これからも交流や語り合

いを続けながらそこから見えるものについて考えて

いきたいと思っている。それと並行して，関連文献

にあたりながら問題関心・課題設定を明確にしてい

こうと考えている。 

 
〔福森敏也〕 
「学び」を通じたまちづくりに興味があり，全国

各地の取り組みに関心を持っている。研究テーマは

二転三転している現状であるが，最近は「なぜ『地

域振興』は目指される（べき）か」という根本の疑

問に立ち返りつつ，各地を訪れたり文献にあたった

りして思索を深めている。具体的には以下のような

活動を行った。 
・世田谷区「岡さんのいえTOMO」での活動。特に

児童擁護施設退所者の居場所づくりを目的とした

「岡's キッチン」では，準備から振り返りに至るま

で，中心的スタッフとして関与している。 
・長野県飯田市にて「飯田型公民館」の特徴と広が

りについて調査中。飯田市を仲介に，飯田と関わり

のある兵庫県尼崎市にも訪問した。 
・産学連携プロジェクト「ものラボ JAPAN」の活

動。コアスタッフとして岐阜県高山市，岐阜市で小

学生向けワークショップに参加した。 
・AWS 気仙沼プロジェクトの活動。本研究室と関係

はないが個人的に参加し，東日本大震災の被災地に

歌を届けつつ，同時に復興の現状や課題などについ

て話を伺ったりしている。 

 
〔松本奈々子〕 
2016 年 4月に修士課程に入学した。 
⑴個人研究 
 個人研究の関心は，伝統文化と地域の関係，とく

に無形伝統文化財「祭」の保存活用継承活動にある。

近年，伝統文化を自治体再生の資源として活用する

実践が増えている。また，形が変わりうる無形伝統

文化財を，保存あるいは再構成するのかについての

判断は各地域の戦略に委ねられている。現代の社会，

それぞれの地域の文脈において，伝統文化を読みと

き解釈する活動群に注目し，伝統文化の/と地域につ

いて考察したいと考えている。 
⑵授業 
 社会教育学・生涯学習，文化社会学，宗教社会学，

質的研究方法等  
⑶研究室の活動 
・日本社会教育学会紀要 2015 年社会教育研究動向

の執筆 
・柏地区キッズセミナー「万華鏡のひみつ」の講師

を担当 
・岐阜サイエンスキャンプに参加 
・街 ing 本郷の活動に参加 
・飯田市でのフィールドワークに参加，「華齢なる音

楽祭」における多世代交流について調査及び報告書

執筆 

 
（社会教育学・生涯学習論研究室 研究生） 
〔楊映雪〕 
本年度は授業とゼミに参加し，社会教育学研究の

基礎となる知識および方法論等について勉強した。

夏休みに，長野県飯田市のフィールドワークに参加

し，当地の市民や高校生と交流した。8 月に千葉県

柏市との共同企画「キッズセミナー」の活動に参加

し，１月に「くるるセミナー」の中国語講師を担当
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する予定である。また，「プラチナ未来スクール・ロ

ボット教室」の補助スタッフとして，子供と一緒に

レゴロボットを製作した。理論および現場から，日

本の社会教育・生涯学習，そして現代社会の課題に

関して幅広い知見が広がり，研究を行うための情報

収集力，学術論文の作力，また論理的な思考力など

が徐々に高まってきた。 
個人研究としては，昨年度に引き続き，研究関心

である上海市の「広場ダンス」について先行研究を

調査した。問題関心としては，現在の中国社会に感

じている「生き辛さ」に対して，ダンス者はなぜ「た

くましさ」を呈示したのか，またそれは現代社会に

どのような関係があるのかについて見ていきたいと

考えている。 
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学位論文 

 

博士論文 

2016 年 12 月（課程博士） 

歌川光一「近代日本における中上流階級女子

のたしなみ像―19 世紀末から 20 世紀初頭東

京の音楽文化に着目して―」 
 
2017 年 2 月（課程博士） 

宮田玲「Controlled Authoring for Document 
Multilingualisation Using Machine 
Translation (機械翻訳を活用した多言語文書

展開のための制限オーサリング)」 
 
2017 年 2 月（論文博士） 

上原直人「公民教育としての社会教育の形成

と展開―1920 年代から戦後改革期における

思想分析を中心に―」 
 
修士論文 

2017 年 3 月 

朱心茹「発達性ディスレクシアに特化した読み

やすい和文書体の研究」 

 

宮本愛「戦前期東京における公共図書館の利

用者―女性に焦点を当てて―」 

 

岩井美樹「専門語彙の構造的特徴を活用した

対訳専門用語集の拡張手法の提案」 

 

唐麟源「ことばの安定性：言語使用を可能にす

る条件について―日本国会における首相答弁

を例に―」 

 

大野公寛「サイレント・マジョリティの学校参加論

―島根県立隠岐島前高校魅力化プロジェクトを

事例として―」 

 

丹田桂太「近代学校教育制度と「地元」―青年

のキャリア形成をとらえる視点の再検討―」 

 

永野恵「公立文化ホールにおける指定管理者

制度に関する研究―「協働」による「地域ガバナ

ンス」に着目して―」 
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図書館情報学研究室教員・院生一覧 

 

教授   影浦 峡 
 
客員教授 吉田 右子 
 
博士課程 井田 浩之 

高橋 恵美子 
宮田 玲 
志村 瑠璃 
新井 庭子（学環） 
矢田 竣太郎 
山田 翔平 

 
修士課程 朱 心茹 

宮本 愛 
岩井 美樹（学環） 
唐 麟源（学環） 

 
研究生  韓 尚珉 

朴 恵 
 
社会教育学・生涯学習論研究室教員・院生一覧 
 
教授   牧野 篤 
 
准教授  李 正連 
     新藤 浩伸 
 
特任助教 松山 鮎子 
     古壕 典洋 
 
博士課程 大山 宏 
     金 宝藍 

中川 友理絵 
     山口 香苗 
     相良 好美 
     杉浦 ちなみ 
     西川 昇吾 
     須藤 誠 

松田 弥花 
入江 優子 
詹 瞻 
堀本 暁洋 

     松尾 有美 

修士課程 大野 公寛 
     末光 翔 
     丹田 桂太 
     永野 恵 
     付 雨菲 
     粟田 智美 

佐藤 志保里 
鯛 仁和 
福森 敏也 
松本 奈々子 

 
研究生  楊 映雪 
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